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学校法人陽光学園ひまわり学童クラブ補助金に関する調査特別委員会議事日程

令和７年１０月３０日 午前１０時開議 全員協議会室

日程第１ 証人尋問

日程第２ その他
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◎開会及び開議の宣告

〇委員長（内海まさかず君） ただいまの出席委員は10名で、定足数に達しております。

ただいまから学校法人陽光学園ひまわり学童クラブ補助金に関する調査特別委員会を開会いたし

ます。

（午前１０時００分）

◎諸報告

〇委員長（内海まさかず君） 議事に入る前に申し上げます。

本委員会は原則公開といたします。ただし、個人情報や名誉に関わる調査等を行う場合などにお

いては秘密会とすること、証人が証言しやすい環境づくりが必要な場合などにおいては傍聴を制限

する、また傍聴者の退席をお願いすることがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、本件に関わる資料は、100条調査を行うために提出いただき、本市議会でお預かりしてい

るものであります。したがいまして、資料を外部に出したり、閲覧させたりすることがないように、

その取扱いについてはご注意お願いいたします。特に税務情報や個人情報、企業の技術、ノウハウ

などが含まれている資料につきましては、その取扱い及び会議におけるご発言にご留意いただきま

すようお願いいたします。

◎議事日程の報告

〇委員長（内海まさかず君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

◎証人尋問

〇委員長（内海まさかず君） 日程第１、証人尋問を行います。

当委員会に付託されました調査項目は、学校法人陽光学園ひまわり学童クラブ補助金に関する事

項です。

本日は、本件について田沼好美さん、松本佳久さん、石川いづみさんの３名から証言を求めるこ

とにいたします。

委員各位に申し上げます。本日は、限られた時間の中で証人の方に証言を求めるものであります

ので、的確なご発言をいただくとともに、重複した質問は行わないようにお願いいたします。

なお、先日お配りした資料にもございますが、証人を侮辱し、または困惑させる尋問、誘導尋問、

重複する尋問、争点に関係ない尋問、意見の陳述を求める尋問、証人が直接経験しなかった事実に

ついて陳述を求める尋問はできませんので、そのような質問については委員長の権限で中止を求め

る場合もございます。それでは、能率的な議事の進行ができますようご協力をお願いいたします。
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次に、報道関係者の方に申し上げます。証人が証言しやすい環境づくりのために必要であるので、

カメラ等による撮影については、証人が宣誓を行うまでとし、証言中の撮影は禁止といたしますの

で、ご協力をお願いいたします。また、証人の入場時の際の撮影についてもこれを禁止いたします。

撮影に当たっては、特段のご配慮をお願いいたします。

最初に、田沼好美さんに入室していただきます。

〔田沼好美証人入室〕

〇委員長（内海まさかず君） 田沼好美さんにおかれましては、本日はお忙しいところご出頭いただ

きまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のためにご協力のほどよろしくお願いいた

します。

それでは、証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問については、地方自治法第100条

に規定があり、またこれに基づいて民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになって

います。これによって、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合に

は、これを拒むことができることになっております。すなわち、証言が証人または証人の配偶者、

４親等以内の血族、３親等以内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人

または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、ま

たはこれらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、

助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれ

らの職にあった者がその職務上知った事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき及

び技術または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には証人は証言を拒

むことができます。これに該当するときは、その旨お申出お願いいたします。それ以外には証言を

拒むことはできません。もしこれらの正当な理由がなく証言を拒んだときは、６か月以下の拘禁刑

または10万円以下の罰金に処せられることになっています。さらに、証人に証言を求める場合には、

宣誓をさせなければならないことになっています。この宣誓についても、次の場合はこれを拒むこ

とができることになっています。すなわち、証人または証人の配偶者、４親等以内の血族、３親等

以内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受け

る者に著しい利害関係がある事項について尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ

以外には宣誓を拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、３か

月以上５年以下の拘禁刑に処せられることになっています。以上のことをご承知いただきたいと思

います。

それでは、法律の定めるところによって、証人に宣誓を求めます。

傍聴者、報道関係者を含め全員ご起立願います。

〔全員起立〕

〇委員長（内海まさかず君） 証人の方、宣誓書の朗読をお願いいたします。
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〇証人（田沼好美君） 私は、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないこ

とを誓います。令和７年10月30日、田沼好美。

〇委員長（内海まさかず君） それでは、宣誓書に署名、押印をお願いいたします。

〔署名、押印〕

〇委員長（内海まさかず君） では、皆さんご着席ください。

〔全員着席〕

〇委員長（内海まさかず君） ご着席ください。これから証言を求めることになりますが、発言の際

には、その都度委員長の許可を得てされるようお願いいたします。

また、委員及び証人におかれましては、発言の際は委員長の指名後、マイクのスイッチを入れて

発言をお願いいたします。質問、お答えは着席のままお願いいたします。

委員の皆様に申し上げます。本日は、事前に証人に通知した事項について、証人より証言を求め

るものでございますので、不規則発言等議事の進行を妨げることのないようご協力お願いいたしま

す。

また、委員の発言につきましては、証人の人権に配慮されますようお願いいたします。

今回の百条委員会の目的は、行政の事務事業が適正に行われたかの調査を行い、問題点を指摘、

改善していくことを目的としております。百条委員会として職員個人の責任を追及することは考え

ておりませんので、当時の状況をそのまま証言していただければと思っています。そのことが栃木

市行政の改善につながります。そのことをご了解いただけたらと思っております。

我々の調査の中で、当時の学童保育事業を行政が運営していくのには大変厳しい環境であったこ

とが判明しております。職員各位の尽力に感謝していることを述べて、尋問に入りたいと思います。

まず、委員長から所要の事項をお尋ねします。

それでは、お尋ねします。あなたは、田沼好美さんですか。

〇証人（田沼好美君） はい、そうです。

〇委員長（内海まさかず君） 現在の職業をお述べください。

〇証人（田沼好美君） 地方公務員です。

〇委員長（内海まさかず君） それでは、尋問に入りますが、私たち委員は真実を明らかにすること

を念頭に尋問させていただきます。

証人は、事実を述べていただくことになっておりますので、自らの意見を述べることや知らない

ことを証言する必要はありません。知らないことは知らないとお答えいただいて結構です。また、

今回の証言を求められた事項の範囲で証言していただければ結構です。

なお、証人は、委員に質問や反論をすることはできませんが、尋問の内容が不明確であった場合、

委員長の許可を得て確認することはできますので、その際にはお申出ください。

各委員から尋問させていただき、その後、必要があれば私が総括的または補足的尋問をいたしま
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す。

田沼証人にあらかじめ通知した証言を求める事項は、学童保育事業の実態の確認に関する事項、

補助金申請から支払いに至るまでの事務手続に関する事項となっております。

それでは、委員の皆様からお願いいたします。

青木委員。

〇委員（青木一男君） 田沼証人におかれましては、大変お疲れさまです。

今回の百条委員会で提起されております学校法人陽光学園ひまわり学童クラブ補助金に関する調

査特別委員会のこの調査の期間というのは、令和３年度から令和６年度となっております。この調

査の期間、そのときの役職及び主な職務内容をお聞きしたいと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 私は、子育て支援課の学童保育係長を仰せつかりまして、令和３年から６年

まで係長として在職させていただきました。主な職務としまして、学童保育全般の運営になります。

学童保育におかれましては、公営学童と民間学童ということで２つに区分することができますが、

栃木市におかれましては、公営学童につきまして大体40か所ぐらい持っておりましたので、そちら

の支援員の統括でありますとか、あと主に、私のほうは、ちょうどこの時期、コロナ禍でありまし

て、コロナの時期につきましては、大変過酷な状況で仕事をさせていただいておりました。職員で

ありますとか、あと利用者の子供たち、あとはそれに関するご家族の方でありますとか、感染状況

とかそういうものによりまして、学童を閉めたりとか、あと学校が学級閉鎖になったりとか、そう

いうこともございましたので、学校との対応など全般的に私のほうでやらせていただいていました。

あと、学童を利用するに当たりまして、ちょうどこの時期、コロナ禍が大体落ち着いてきてから、

利用者のニーズというのは、以前と比べますと随分変わってきていまして、利用者の方にも支援が

必要なご家庭であるとか、あとは子供たち、そういう方が公営学童、あと民営学童もご利用になる

方が多かったので、その苦情であるとか個々の対応というのが必要になってきていまして、実際、

職員のほうで、もちろん担当の者がまずは対応してくれるのですが、大体苦情になってきますと、

そこで収まらずということが多々ありましたので、私のほうで主にそういうものを対応させていた

だいていました。

以上になります。

〇委員長（内海まさかず君） 天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） 大変ご苦労さまです。当該事業への関わりをまず確認させてください。

〇委員長（内海まさかず君） 補助事業に関して、藤岡と岩舟に関する事業に関して、お願いいたし

ます。

〇証人（田沼好美君） 当該事業につきまして、先ほど申し上げましたとおり、私は係長という職を

仰せつかっておりましたので、当然関わっております。
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〇委員長（内海まさかず君） 天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） その関わり方の詳細、もうちょっと詳しくお聞きします。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そうですね、基本的には、職務に関しましては役割分担というものを担当職

員とは持たせていただいていますので、直接、私のほうが何か個々に動いてということではなくて、

それはこの件だからということではなくて、仕事全般的に私は係長という立場でいさせていただい

て、仕事をしておりましたので、主に担当からの相談であるとか、あとは事務の決裁であるとか、

そういうものに携わっておりましたので、全般的に担当からいろんな情報を受けたりという役職で

ありましたので、そのように対応させていただいておりました。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） ありがとうございます。私のほうからは、その当時、補助対象者であり

ました陽光学園、この代表者である佐山和章氏との関わりについて、例えば電話、メール、対面で

お会いしてお話ししたような事実はございますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そうですね、佐山氏とはお会いしたことはございます。あと、電話でお話し

したりとかということもございます。それは、個人的にということではなくて、やっぱり職務上の

関係で、担当がいなかったりとか、そういう場合は当然私のほうで対応させていただいたという記

憶はございます。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 具体的に、どのようなお話だったかというのは覚えていますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） ひまわり学童だけではなくて、やはり民間の学童と市の委託事業でやらせて

いただいている部分というのがございますので、具体的に何、そうですね、ちょっと細かいことは、

事務のやり取りですとかそういうものは記憶はありますが、何を話したとか、ちょっとそういうも

のは具体的にというのは、あまり覚えてはいないです。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） かしこまりました。

では、その当時の佐山氏の印象というものはどのように感じていたか、記憶にございますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 佐山さんから学童を今度、そもそも隣の群馬県の板倉町のほうで学童の運営

をしているというお話は聞きまして、そこから今度は栃木市のほうでも学童の運営をしたいのだと

いうことでお話を聞いたことは何回かございます。その際に、印象としますと、すごく子供たちの

将来のことを考えていらっしゃる方でして、その学童保育が小学生の子供たちを預かるものにはな
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りますので、その６年間の間にいろいろな経験をさせてあげたいとか、その子たちの将来の一助に

なればという考えで事業をされているということで、すごく夢を持っていらっしゃる方だなという

ふうには印象を持っています。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） ありがとうございます。

続きましては、この対象法人の役員、園長なども踏まえまして、電話、メール、対面での対応な

どの関わりがあったことは覚えていますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そうですね、法人の役員の方との今回の補助金に関してというのはございま

せん。なのですが、今年の２月ぐらい、情報提供がありまして、その際に現地の確認に参りました。

そのときに、園長さんとはお会いしたことはございます。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） そのとき、その現場というのは、藤岡、場所はどちら。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 板倉校です。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） どのようなお話をされたかというものは、お話しできますか。

〇証人（田沼好美君） すみません。情報提供に関しましては、ちょっと具体的に私のほうからは申

し上げられません。

〇副委員長（大浦兼政君） かしこまりました。

〔「委員長、関連でよろしいですか」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 田沼さんにおかれましては、本日、大変ご苦労さまでございます。

先ほど来お話を聞かせていただいている中で、相談業務、係長としての担当からの相談等は受け

付けていたよというようなお話がございました。２回ほど担当という言葉が出てまいりまして、田

沼さんから見て、そうしますと、当該事業の担当というのはどなただったという記憶はありますで

しょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 個人名を申し上げればよろしいですか。

〇委員長（内海まさかず君） この場では個人名は必要はありませんので、役職その他、それを覚え

ていらっしゃるようでしたらお願いできますでしょうか。

〇証人（田沼好美君） 主任ですとか主査になります。

〇委員（広瀬義明君） 了解いたしました。ありがとうございます。
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〇委員長（内海まさかず君） 関連で、大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 先ほどの板倉校にて園長とお話をされた際、それは内部通報的なものが

含まれるということでございますが、その記録自体は栃木市にございますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません、情報提供に関しましては、私のほうからは申し上げられないで

す。

〇副委員長（大浦兼政君） 分かりました。

〇委員長（内海まさかず君） いや、内容ではなくて、記録があるかどうかだけお答え願えますでし

ょうか。

田沼証人。

〇証人（田沼好美君） あります。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） よろしくお願いいたします。

私は、学校法人陽光学園が学校法人格として学童保育を行うことの適性についてお聞きをいたし

ます。令和３年度において、陽光学園は主たる業務である幼稚園業務を休園しているということで

ございました。この主たる業務を休園している学校法人格の陽光学園が学童保育を行うことについ

ての適格性について、担当課では把握はされていたのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そうですね、陽光学園のほうが学校法人陽光学園ということで、幼稚園の運

営はしていないというのは、当初から聞いておりました。なのですけれども、学童の適格性といい

ますか、学童をまずやるかどうかについての届出というものをまず市にすることになってきます。

その届出に関しては、私どもの学童保育係ではなくて、福祉総務課のほうで事業開始届というもの

を事前に、届出制なのですけれども、そちらで提出をしていただく形になります。

私どものほうで見させていただくのが、委託をするかしないかということになってきます。委託

をするということになれば、当然委託料の支払いということが出てくるのですけれども、その際に、

あと考慮させていただいていたものが、板倉町のほうで既に学童保育の運営をしていますよという

ことでお話は聞いていましたので、そちらでも実績を上げて、子供たちのほうも徐々に増えつつ、

運営ができているということは聞いておりましたので、私どものほうはそういう情報を基に学童保

育のほうの状況を見させていただいておりましたので、適格性については確認はさせていただいて

いるというふうに、こちらでは考えておりました。

今度、委託につきましては、すぐに委託をするということではなくて、学童保育係のほうである

程度の内規というものをつくらせていただいていまして、学童を運営します。では、すぐに委託を

するということではなくて、少なくとも栃木市で半年間はどのようにやるかという実績を見させて
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いただいてから、委託をするかしないかというところを判断させていただくことになっていまして、

陽光学園さんとの話の中では、板倉町のほうで運営はしているので、私たちが市のほうで運営の内

容を確認するに当たっては、陽光学園さんだけではなくて、公営の学童もほかの民間の学童もそう

なのですが、日誌を出していただいて、私どものほうがその内容を確認させていただくという流れ

になっているのですけれども、陽光学園さんのほうについては、日誌の様式がやはり群馬県の様式

でやられていたのですけれども、そうすると私たちもちょっと見方が見づらかったりとかというの

があるので、陽光学園さんのほうから栃木市さんの様式が欲しいということで、私どものほうの日

誌の様式をお渡しをしまして、委託をする前から日誌の提出とかというのを自主的にしていただい

たという経緯はございました。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） それでは、その日誌の確認というのはいつ頃されたのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 通常、日誌というのは１か月書いていただいて、毎日、現場では書いていた

だいているのです。そこに携わる支援員のほうが書くのですけれども、それを月締めで出していた

だいて、翌月の10日ぐらいまでに市のほうに提出をさせていただいて、担当のほうでその内容を確

認させていただいているという流れで行っておりました。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） すみません、質問がいつ頃確認をしたのかということです。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 実際に、委託をしているというのが藤岡校が、多分、令和５年から委託にな

ったかと思うのですけれども、なので、その前です。令和４年のときから多分そういう日誌の提出

は自主的にしていただいたと記憶をしております。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 分かりました。

適格性の話に戻りまして、板倉校が先に開設で運営されているということで、その実態をもって

適格であったという認識があったのが分かりました。

それでは、内部の話なのですけれども、開始届は令和４年３月31日に出ておりまして、それが５

月に受付となっているのですけれども、福祉総務課の把握では、その適格性についてどのように把

握をしたのか、田沼さんのほうに、その情報が確認できたのはございましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 申し訳ないです。ちょっと記憶にはございません。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 分かりました。
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では、一旦、私大丈夫です。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 白石です。よろしくお願いします。

私のほうからは、この環境整備事業交付金、これが正式名だと思うのですけれども、これを出す

ことになった検討状況の経緯について伺いたいと思います。

田沼係長は、先ほど青木委員の質問で、令和３年度から学童保育の担当の係長を務めてきたとい

うことですよね。我々の求めに応じて提出された資料で確認しますと、打合せ記録が出ていまして、

令和３年の９月27日、11月25日に佐山氏が来庁して、このときは学童保育事業を開設したい、また

市の委託をさせてほしいというような相談があったというような記録があります。

令和４年度になりますと、もう既に委託とこの環境整備事業交付金の補正予算を９月議会に出そ

うというような動きになってきて、これは９月補正では取り下げたのですけれども、藤岡校につい

ては３月議会にこの補正予算を要求して、それは通ったという流れになっているのですけれども、

こういうことについて、この補助金を出すということになった経緯について、今、私が言ったよう

な流れについては記憶にございますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） ちょっと日付とかは全然覚えてはいないのですけれども、多分、事前に学童

をやりたいという話から始まってのことだと思いますので。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） そうしますと、補助金というか、補助金と言ってしまいますけれども、この

委託のほうではなくて、環境整備事業交付金を補助金と言いますけれども、補助金を出すに至るま

での検討状況の記録は、ここには資料としては出ていないのです。検討しなかったということはあ

り得ないとは思うのですけれども、まず普通、検討の打合せ記録とか検討状況の記録というのは残

すことになっているのではないかと思いますけれども、実際、記録がないものですから、これは本

来残すべきものということですか。

〇委員長（内海まさかず君） 残すべきものと思われますでしょうか。

田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そうですね、今のような状況を考えれば、残すべきだったと思います。なの

ですけれども、当時の状況を申し上げますと、実際、そういう打合せ自体はやっていると記憶して

います。でも、それがいつだったかとか、誰とどういうふうにやったというのは、事細かに私は記

憶にはないのですけれども、当時の状況とすると、記録に残すといういとまがないといいますか、

まず人手がいなかったのと、記録って結構作ったりするのも時間もかかりましたので、その当時は、

ちょっと話だけをして記録をしていなかったのかなというふうに思います。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。



- 12 -

〇委員（白石幹男君） 記録がないということで、これは田沼係長の記憶に頼るしかないのですけれ

ども、この補助金を出すというふうになった経緯を、記憶にある中でどういった経緯でその補助金

を出すというふうに決定になっていったのか、そこら辺はどう記憶しているでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そうですね。多分、陽光学園のほうから要望はあった話だと思います。私ど

ものほうから投げかけるということではなくて、多分事業を運営していく中で要望はあったものと

思い、私どものほうにそういう依頼といいますか、要望を受けて話を進めていって、９月補正に上

げるという経緯になったのだと思うのです。なので、９月補正を要求するに当たっては、多分２か

月ぐらい前に書類の提出であるとか、現場の確認であるとかしていることになっていると思います

ので、現場を、その補正を上げるという話が出ましたときに、当然、担当は多分事前に見ていたり

とか話を聞いたりとかというのはしていたと思うのですけれども、実際に私の記憶の中では、課長

と私も現場に、夏の頃、補正上げる前、見に行ったという記憶はございます。

〇委員長（内海まさかず君） ちょっと待ってください。相手側からの要望があったというのはいつ

頃かというのは、分かりますでしょうか。

田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 申し訳ないですが、日にちなど記憶はございません。

〇委員長（内海まさかず君） 日にちではなくても、大体いつ頃だったとかというのは覚えていらっ

しゃいますか。

〇証人（田沼好美君） はっきりとは覚えてはいないです。記憶にはございません。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） それで、陽光学園のほうからこの開所の補助金を出してほしいという要望が

あったのはいつ頃なのですか。

〇委員長（内海まさかず君） 正式にということですか。

田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 申し訳ないですが、記憶にはございません。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 先ほどの証人の説明で、補正を組むには、７月、書類をちょっと確認してい

ただけますか。４―１と５―１。

〇委員長（内海まさかず君） では、ちょっと待ってください。

〇委員（白石幹男君） よろしいですか。

〇委員長（内海まさかず君） もうちょっと待ってください。

大丈夫ですか。

白石委員。
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〇委員（白石幹男君） 確認していただいたと思うのですけれども、まず４―１ですと、予算要求書

が７月14日付で出ています。このときの補正予算要求は、ひまわり学童クラブの委託料、これ半年

分ですか、とこの補助金、環境整備事業の補助金、これ1,300万円になっています。これを要求し

ようとしています。

それで、５―１を見ていただくと、今度は、５―１の概要説明書によりますと、委託を満たして

おらず、運営状況の確認ができないため、環境整備事業と合わせて９月議会では補正に上げないで、

12月補正で対応するというふうな説明書きがあります。７月に補正を出そうと思ったわけですよね。

何か急いでいる感じがあるのですけれども、上司からの指示とか、そういうことがあったというこ

となのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） ７月、だから９月補正に上げるときの話ですよね。

田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 上司というのは、私の上司でよろしいですか、課長、部長ですか。それはあ

りません。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） では、課内というか、内で検討して、では出そうというふうになったと思う

のですけれども、現場の状況とか確認をせずに７月には補正予算の要求書を出してしまったという

ことなのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 現場の確認を全くしていないということはないと思われます。やはり学童保

育を運営しているのというのは現場にはなりますので、全くしていないということではないと思わ

れます。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） しかし、これは取り下げるに当たって、状況は確認できないということで取

り下げたのですよね。だから、７月の時点では補正を上げてもいいだろうというような判断だった

のだけれども、その９月補正を上げる手前でこれが確認できないというふうになったと思うのです

けれども、そこら辺の確認状況というのは記憶にあるのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 先ほど申し上げたとおり、全く確認していないということではなくて、財政

課のほうの指摘によると、もう少しちょっと様子というか、現場のほうをしっかり確認をしたほう

がいいのではないかというご意見をいただいたのは、査定のときですか、査定ではなくて、補正が

ちょっとつけられないとなったときか、ちょっとそこの前後は分からないですけれども、もう少し

現場の確認をやったほうがいいというご意見もいただきまして、私どものほうでそこは、ではもう

少し様子を見ようというふうに判断してになります。
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〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 様子を見ようということで様子を見て、運営状況の確認もできていないとい

うふうになったのでしょうか、確認できなかったということになるのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 確認ができないということではなくて、もう少しちょっと様子を見たいとい

う現場での思いがありました。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 何か急いで令和４年度中にその補正を通そうというような様子が見受けられ

るのだけれども、そういうことではない。こう言っては失礼ですけれども、上からの指示でどうし

ても通せというようなことはなかったと言いましたけれども、そういった、もう一回確認したいと

思います。

〇委員長（内海まさかず君） ちょっと質問の方法を変えさせていただきます。上からではなくて、

何らかの圧力がなかったか、そういうものは感じられなかったか、田沼証人いかがでしょうか。

〇証人（田沼好美君） そうですね、ご質問を変えていただいたのですけれども、それは変わりはご

ざいません。何もそういう圧力とか、そういうことはございません。

私どものほうは、やはり議員さんのほうも御存じだと思うのですけれども、藤岡って支援員がい

ない、あとは支援員が足りない場合は、シルバー人材センターの方を支援員の代わりとして派遣し

ていただいての運営をせざるを得ないような状況だったのですけれども、実際に、子供たちを預け

たいという親御さんたちは増える一方だったのです。そこがどうしても私たちとすると、どんなに

頑張っても公営の学童では受け入れられない部分というのが藤岡につきましては特に強かったの

と、あと支援員がもう高齢化していまして、この先を見たときにもう対応ができないというふうな

状況が強かったのです。そういう思いがあって、私どもは対応していました。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 藤岡地域における学童保育事業の不安定さというか、そういうことを感じて

いて急いでやろうというような状況になったということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 私ども学童を運営する担当とすれば、そういう思いでいましたけれども、だ

からと言って、確認がちょっと足りないのではないのかというようなことを、財政のほうからも補

正をするに当たってはご指摘をいただいたので、そこは真摯に対応しようという思いでやっており

ました。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 資料的には、４―３に移りますけれども、これは３月補正の予算要求という

ことになります。この中の資料を見ますと、この中に請求書とかが入っているわけです。請求書を
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見ますと、陽光学園宛ての請求書ではなくて、例えばタヌマ内装と有限会社チャンプオート、解体

については、フジオカクリーンワークスという宛先になっています。その次のページを見ますと、

やはりこれはエムツークリエイトというのですか、これフジオカクリーンワークス、みんな細かく

説明することもないのですけれども、請求書の宛先が陽光学園ではないのです。そういう中にあっ

て、そういう資料も添付して補正予算の要求を出しているのですけれども、こういうことって実際

あり得ないと思うのですけれども、請求書の宛先が違うものを添付して予算要求をするということ

はあり得ないですけれども、そこら辺についての経緯というのは記憶にありますか。

〇委員長（内海まさかず君） では、田沼証人、まずこの宛先が違っている、本来ならば陽光学園に

出さなければいけないものが、宛先が違っているものが上がってきていたというのは御存じだった

でしょうか。そこからちょっとお願いいたします。

〇証人（田沼好美君） すみません、今、ちょっと資料を見て、補正予算についている資料だという

のは、これは間違いないのは分かったのですけれども、ちょっと記憶の中で、見積りだったのか請

求なのかちょっと記憶はないのです、よく覚えていないのですけれども、宛名が違うという話は、

多分した覚えはあるのです。なので、課長とか多分担当の者とは話はした覚えがあるのですけれど

も、それがちょっと何のときに話をしたかというのは、記憶は定かではないのですけれども、なの

で、これはやはり陽光学園で取らないといけないよねというようなことを話をした覚えはあるので

すけれども、すみません、多分、補正をやるに当たっては、間に合わなかったのか、ちょっとそこ

は記憶は定かではないですけれども、そういう宛名が違うということを話した覚えは、記憶はござ

います。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） そうしますと、宛名が違うだけでなく、本当に改修事業に、この各会社の請

求書があるのですけれども、改修事業に使われたかどうかというのも確認しないといけないのだと

思うのですけれども、そこら辺はしているのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 申し訳ございません。今のは何の、補正予算を取るに当たってでした

っけ。

〇委員（白石幹男君） そうですね。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） なので、多分、もしかするとちょっといつ話合いをして、ちゃんと宛名が陽

光学園のものを取らなければいけないよねという話をした覚えはあるのですけれども、補正のとき

にこの資料が出ていたのだとすれば、そのときに話をしたのかどうか、ちょっと記憶にはございま

せんけれども、差替えをしなければいけないというふうな話は必ずしているとは思います。このま

までいいというふうには思ってはおりませんので、今見ただけでも確かにご指摘されるところだと、

それは思います。
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〇委員長（内海まさかず君） この書類を補正を上げるとき、田沼証人は関わっては、書類の作成に

は関わっていらっしゃったのでしょうか。

〇証人（田沼好美君） 係長でしたので、決裁は押しております。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） こういうことで補正を要求してしまうこと自体、あり得ないと思います。今

までそういった事例というのは経験したことあるのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 記憶にはございません。ないと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 藤岡校については、質問終わります。あと、岩舟のほうをやってもらえば。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 藤岡校についての補足でお聞きしたいのですけれども、先ほど９月補正が通

らなかったところの話で、担当課の思いもあるのだけれども、財政課の査定のところでもう少し様

子を見るべきだという財政課の意見を真摯に受け止めたというお話があったわけですけれども、資

料にもございましたように、12月補正をなぜ出さなかったのか、教えてください。

〇委員長（内海まさかず君） 証人の手元にある資料では５―１になります。

田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 記憶は定かではないのですけれども、12月補正に関しても、多分締切りが２

か月前ぐらいだと思いますので、多分９月の末から10月ぐらいに補正に関しては事務を進めている

ところだと思いますので、多分そういうご意見をいただいて、財政のほうから、まだちょっと積上

げが足りないのではないかというご指摘をいただいてはいましたので、ちょっとまだその時期だと、

12月だとまだ様子が、幾らも積上げができないというふうに判断をして、12月は補正は上げていな

いというふうに記憶しております。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） といいますと、９月補正は恐らく７月に査定をする、12月補正については２

か月前で10月に査定をするということで、状況が変わらなかったということになるのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 状況が変わらなかったというよりも、まだそこまでの判断に至らなかった、

自信を持って補正上げますというところまでの積上げができていなかったのだと思います。そのよ

うに記憶をしております。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 分かりました。

そうしますと、現地確認についてお聞きしていきます。当然、申込みというか、相談があってか
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ら現場を確認、現地に出向いて開設状況と運用状況について確認をするということは期待されてい

ると思うのですけれども、そういう事務作業というものはされていたのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 実際に私のほうが現場に出向いてというところの記憶はございますけれども、

それ以外に、もちろん担当がおりましたので、そちらと総括的にということで行ってはおりました。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） そうしますと、部下がいらっしゃると思いますので、部下からの報告も含め

まして、実際に開設をしていることの確認をしたのはいつなのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） ちょっと日付とかははっきり記憶はないですけれども、すみません、そこは

ちょっとはっきり記憶にはございません。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 開設状況についてご記憶がないというお話ですが、開設ができている確認を

実際運用が十分されているという確認もすると思うのですけれども、その開設だけではなくて実際

の運用の実態の把握というものもご記憶にありますか、もしくは部下からの報告はございましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そうですね、多分報告は受けてはいるとは思うのですけれども、はっきり事

細かには覚えてはいないです。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 分かりました。

それでは、３月補正を出したときは開設の状況、そして現場確認、実態の把握もできた上で３月

補正の査定に臨んだということでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） おっしゃるとおりです。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） では、３月査定に臨むに当たって開設の確認、実態の把握はいつ頃だったで

しょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） ３月補正につきましても、多分２か月ぐらい前までに書類の確認とかという

のはやっていると思いますので、多分12月ですとか１月ですとか、その辺はきっちり見ていたとい

うふうに記憶はしております。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） この補助事業を出すに当たっては、令和５年度４月１日には委託もしていな
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いと、学童保育の運営のほうの委託をしなくてはならないという条件があるのですけれども、その

内規では半年間の運営状況を見て、それでオーケーならば委託をするということでしたのですけれ

ども、９月補正でも確認できない、12月、やっと３月に確認できたということは、半年間本当に事

実運営して、もう大丈夫だなという確認を取ったということだと思うのですけれども、そこら辺記

憶にないということなのですが、記憶にないということではなくて、やっぱりきっちりと学童保育

事業が10月以降やられていたという確認が取れていなかったのではないかなと、今の証言を聞きま

すと、３月には確認できたけれども、９月補正でも駄目、12月補正も上げられないというような状

況だと、半年間の運営がされていなかったと思われるのですけれども、そこら辺はどうなのでしょ

うか。

〇委員長（内海まさかず君） 事実を聞いていただきたいと思いますので、質問を変えていただきた

いと思うのですけれども、だから３月補正に上げるのに確認は取れていたのかいなかったのかとい

うことでよろしいですか。

田沼証人、いかがでしょうか。

〇証人（田沼好美君） 先ほど申し上げましたとおり、３月補正を上げるに当たりましては、確認は

取っております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） すみません、補足質問させていただきます。

そのときは、現地確認等もあったり日誌の提出というものもあったということでよろしいですか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そうですね、はっきりは覚えてはいないですけれども、そのように３月補正

を上げるというふうに当たりましては、その辺は確認は取っていると思います。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 現地確認等に行かれた担当者、またそれを田沼さんに報告した担当者は

覚えておりますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 覚えております。

〇副委員長（大浦兼政君） それはどなただったか教えていただきたいと思います。

〇証人（田沼好美君） 個人名を挙げてよろしいのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 仕事としてやられていることに関しては大丈夫です。

〇証人（田沼好美君） そうですね、個人名挙げます。坂田主任です。あと、その現場を見に行った

りとかというのは、多分ほかの職員もやっているとは思いますので、ちょっとあと誰が行ったかと

いうのは、ちょっとはっきりは覚えてはいないですけれども、当時担当でいた職員につきましては、

行っている可能性はあるとは思いますが、はっきりあと誰というのは覚えていないです。実際に、
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私も行っております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 最終決断するに至ったときのその職員さんの中で一番上の役職の方、田

沼さんにしっかり報告、課長等にも報告した責任がある方はどなたになるのでしょうか、坂田主任

でよろしいのでしょうか。

〇証人（田沼好美君） そうですね、民間学童に関しての担当は坂田でした。

〇委員長（内海まさかず君） ほかにございますでしょうか。

小平委員。

〇委員（小平啓佑君） それでは、私のほうから岩舟校についての事務手続をお聞きしていきたいと

思います。

岩舟校への補助金を出すに至った経緯を教えていただきたいと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 岩舟校につきましても、藤岡と同様、支援員がまず足りないというのは、岩

舟地区におかれましても同じです。あと、岩舟地区につきましては、やはり藤岡よりも預けたいと

いう保護者の方の要望が多くて、小学校の教室をそちらはお借りしているところがほとんどなので

すけれども、小学校の教室ももう飽和状態でして、学童にお貸しいただける教室が、学校さんとも

交渉させていただいていたのですが、そこもないということで、あとこちらも藤岡と同様で、支援

員だけではなくてシルバーさん、支援員が足りない場合はシルバー人材センターのほうに委託をし

ているのですが、そのシルバーさんの会員自体もいらっしゃらないという状況ではありましたので、

そちらも何とかしなければいけないという思いはございました。

隣の大平地区につきましても、ちょうどその頃大平西の建築に関しまして、私どものほうで進め

ていたのですけれども、大平の特に西小、あと中央小地域、そちらはもう待機が出ている状態とい

うことがございまして、岩舟校にひまわり学童さんのほうが学童を開設してくれるということにな

りますと、バスで送迎をするということで民間さんはやられていましたので、大平地区まで、大平

東小以外の地区、そちらについても岩舟校で預かっていただけるというようなお話をいただいてい

ましたので、そうしますと利用者が、待機を出さずに運営ができるということもございまして、そ

ちらも私どものほうは話を進めた次第であります。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） そうしますと、岩舟校の補助金については、どこからの要望があったのでし

ょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） それも私どもからではなくて、陽光学園のほうからの要望でございます。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。
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〇委員（小平啓佑君） 分かりました。

では、岩舟校について補助金交付事務を行う上で、現地確認というものはどのように行っていか

れましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 岩舟校につきましても、こちらについて担当と、あと私もこちらは記憶はし

ているのですけれども、ここの施設を改修して学童をやりたいのだというお話がありまして、現場

を見させていただいた記憶はございます。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） それはいつ頃でしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません、ちょっと日にちとかいつ頃というのは覚えてはいないのですけ

れども、記憶によりますと、本当に、そこはもともと介護施設の跡地になりますので、私が見させ

ていただいて現場に行ったときには、介護のまだ現場の状態がすごいそのままといいますか、ごみ

の山になったような、もう使わないものをちょっと山になっているような状況を見た記憶はござい

ます。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） １つ戻りまして、学校法人のほうから補助金を使いたい要望があったという

ことですが、これはいつ頃その要望がございましたでしょうか。結果ですけれども、令和５年度の

本予算で計上されている補助金ですので、それよりも前になるのではないかと思うのですが、要望

はいつお受けになられましたでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません、ちょっといつというのは記憶にはないです。申し訳ないですが。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 令和５年度の本予算ですので、その前に要望があった記録はあるのですけれ

ども、補助金について実施を、交付をした後の訪問というのは、現場確認というのはされたのでし

ょうか。

〇委員長（内海まさかず君） それは、どちらの施設になりますか。

〇委員（小平啓佑君） 岩舟校。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 交付をした後ですか。実際に現場を見ているかということですよね。はい、

現場は訪れています。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） そのときの実態の把握というのはどのような影響か……
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〇委員長（内海まさかず君） ちょっと整理させていただきます。補助金を交付したというのは、令

和６年の３月ではなくて、お金を渡した後にということですか、それとも工事が終わった後にとい

うことではないのですよね。補助金を渡した後にということなの……

〇委員（小平啓佑君） 交付が……

〇委員長（内海まさかず君） 令和６年３月ですよね。工事のことをお聞きしたいということですね。

〇委員（小平啓佑君） そうです。

〇委員長（内海まさかず君） では、補助金ではなくて、工事が終わったことを確認したかというこ

とでよろしいでしょうか。

田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 今のご質問は、補助金を出すに当たって、現場の確認をしたことでよろしい

ですか。

〇委員長（内海まさかず君） 多分そうなるな、どうですか。

〇証人（田沼好美君） 工事の後の確認は、私行っております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 岩舟校のその現場確認は、最終的に全ての工事が終わったから確認に行

ったということで、まずよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） おっしゃるとおりです。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） そのときにこの部分はまだ終わっていないとか、そういう説明は受けて

いる部分はありましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そうですね、私どもが現場で確認をしたりとかするときに関しましては、も

ちろん書類をいただいて、このとおりに工事をまずやっていますかというような、大まかなちょっ

と確認をさせていただいてにはなっていますので、ちょっとどこが終わっていないとかというのは、

言われた記憶はちょっと覚えてはいないです。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） この後、私のほうから、補助金の交付要綱の理解についてご質問していきた

いと思うのですけれども、資料を提示してよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） はい、ではちょっと待ってください。

ちょっと長時間になってまいりましたが、証人のほうで休憩、あとたくさんありそうですか、質

問内容。

〔何事か呼ぶ者あり〕
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〇委員長（内海まさかず君） まだある。休憩を入れることもできますが、あと少なくとも、まだ続

きそうなのですが、いかがでしょうか。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） 大丈夫ですか。

では、資料の提示をお願いします。

田沼証人、大丈夫でしょうか。

小平委員。

〇委員（小平啓佑君） では、子ども・子育て支援交付金交付要綱についてお聞きしたいのですけれ

ども、記録簿、令和４年９月８日、失礼しました。

〇委員長（内海まさかず君） 委員は、青の301。

〇委員（小平啓佑君） そうですね。令和４年９月８日の記録簿について、この担当者の方が交付要

件について、県の職員に確認をしている記録になります。後段のところ、ピンク色のマーカーを入

れさせていただいたところなのですけれども、事業開始届の提出後であっても、委託を開始する前

のタイミングであれば、新たに実施すると捉えてよい。今年度中に係った費用については、今年度

中に申請を行うこと。そのずっと後、最後に、ピンクのところは、４月１日に委託を開始していれ

ばよいという確認を取っている記録になりますが、これは正しい理解だと認識をしていらっしゃい

ますでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） この内容は理解されています……この時点ですか、今の時点ですか、

それとも前ですか。

〇委員（小平啓佑君） 当時です。

〇委員長（内海まさかず君） 当時ね。田沼証人、当時、この内容は理解していらっしゃいましたで

しょうか。

田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そうですね、記録簿のほうは多分見ていると思いますので、そのような理解

をしていたと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） そうしますと、令和４年度の３月補正、これは藤岡校になりますけれども、

藤岡校のときは、この要綱、しかも県に確認を取った、補助金を出した当該年度もしくは遅くても

翌年度の４月１日には委託が開始されているということで、この理解にのっとって藤岡校の補正予

算の手続が行われていったと理解しているのですけれども、その理解は間違いなかったですか。

〇委員長（内海まさかず君） 証人に聞くことなので、こちらのことが正しいかどうかというのでは

なくて、証人が、今の手順でやったかどうかということでよろしいですか。

では、証人、この流れによって、県から国からの返答が来たと連絡ありという、この内容に沿っ
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て藤岡の補正予算をつけたということでよろしいでしょうか。

〇証人（田沼好美君） 翌年の４月１日に委託を開始していればいいというのが前提ではなくて、そ

もそも本来であれば、もっと前に委託ができるのであればやりたかったのですけれども、それがい

ろんな条件がなかなか満たされなかったりとか、現場の確認が取れなかったりというのも先ほど申

し上げましたけれども、そういうことで委託が延びてしまってということだと思います。

この最後の４月１日に委託を開始していればよいというところを目的にやっていたわけではござ

いません。そのように記憶しております。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） そうしますと、今度は、岩舟校の補助金の出し方に移るわけですけれども、

1,200万円の補助金を令和５年度に当初予算に計上して、委託は令和６年の、次の年度の４月１日

に委託を開始しておくべきだというふうに、私は交付要綱を読むと、そのように理解できるのです

けれども、この理解にのっとった手続をされていたのでしょうか。もしくは、違う理解だったので

しょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人、分かりますでしょうか、質問の内容が分かりますでしょう

か。どうぞ。

〇証人（田沼好美君） 多分、今現在、岩舟は委託されていないということですか。それに対して交

付金を出しているだろうということですか。

〇委員長（内海まさかず君） ではなくて、事実を聞いてもらえればいいので、交付要件に沿って予

算はつけられたのですかということかな。

すみません、証人、交付要件によって、岩舟の予算は、これは改修のほうだっけ、まだ委託では

ないものね。改修の予算はつけられたということでよろしいでしょうか。

〇証人（田沼好美君） そうですね、当時は、そのようにのっとってやっていたというふうに理解を

しております。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 当時の考えでは、交付要綱にのっとった事務手続をされたというご回答でし

たので、今の認識ではどのように思われますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません、現在、私、担当ではないので、交付要綱がどういうふうに変わ

っているかというのはちょっと分からないのですけれども。

〇委員長（内海まさかず君） 分かりました。

大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 当初、冒頭で私のほうで佐山氏の印象等を聞いたときに、子供たちの未

来をとても考えている方だというふうに感じたとおっしゃっていました。ですが、この藤岡、岩舟
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の現状を今ではなく過去から見ていくと、なかなかうまくいっていなかったのではないかと捉える

ことができると思いますが、なぜその当時、子供たちが集まりづらかった、もしくは開設をしてい

たにもかかわらずうまくできていなかったように感じる資料が多々あるのですが、それはその当時、

どのように感じたか、そして当初とこの頃のイメージはまた変わってきたのか、事実を基にそのと

きのお気持ちを聞かせていただきたいと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 私の個人的な考えにはなるのですけれども、地域柄ってすごくあるものだと

思うのです。やはり市内でうまくいっているものが、例えば藤岡地域であるとか岩舟地域だとうま

くいかない場合もございますし、岩舟地域については、私どものほうは本当に利用者が増えていて、

でも支援員が足りないというその真逆の状態の中で運営をさせていただいていて、やはり保護者も

そうですけれども、子供たちの選択肢というのが全くないのですね。岩舟地域については、公営の

学童しかない。なので、もしそこで何かあったとしても、ほかに移動したくても移動ができない。

栃木については民間さんが幾つかございますので、いろんな選択肢があるのですけれども、岩舟に

ついてはそういうものがなくて、あと民間でひまわりさんについては、個人的な見解ですけれども、

保育料が公営と比べるとかなりお高いのです。民間さんって、そこはそれぞれの特色のある学童を

打ち出しているところなので、料金が公営と違う、目的自体も違うところというのは当然ございま

す。なので、利用者の方々からちょっと聞いたりとか耳にしたことがあるのが、どうしてもちょっ

と保育料が高いかな、そちらに行きたいのだけれども、興味はあるのだけれども、保育料が高いと

いうようなお話は、保護者の方々から聞いたことがあります。なので、公営をやめたいのだけれど

も、公営は安いので、そちらに行きたいというのは聞いたことはございます。だから、もうちょっ

と安い民間があるといいなというのは、保護者の方からご意見として聞いた覚えはございます。

そのようなご意見を聞いたこともございますので、当然、私どもとすると民間さんにもそういう

ご意見があったりとかというのはお伝えすることはもちろんございます。でも、多分佐山さんに関

しては、そういうところはすごく信念を持ってやられている、何か教育に関してすごく重要視をさ

れている方ではあったので、そこは値段とかそういうものに関しては、やはりそちらで設定したも

のでやりますというようなことはあったのかなというふうに記憶してございます。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 信念を基にということを感じたということでございます。ただし、子供

の未来等を考えていくのであれば、やはりそのときにもうちょっと計画を、期待していたのは支援

員の不足であったり、要望が多い中、公営では受け切れないという現状があったわけですから、そ

のときに佐山氏にどのようにお伝えしていたのか、もうまさに補助金を出すに当たって、実際、工

事も始まっている状況で、もう高くて人が集まらないという状況は改善すべきではないのかなとは

感じていますが、そこら辺のやり取り等はあったのでしょうか。アドバイスをしたり話合いをして、
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金額を少しでも下げてもらい、市の要望である少しでも学童の待機児童を減らしていくという考え

に基づいて話合いというのは当時ありましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そうですね、いろいろ話をする中ではそういうお話もあります。値段だけで

はもちろんないですね。子供たちをバスに乗せるというのが不安だという保護者の方もいらっしゃ

いますし、わざわざ、例えば大平西小に行っているのに、何でそこから岩舟に行かなければいけな

いのだろうという方ももちろん、親とすればいいのですけれども、子供の意見を聞くと、やっぱり

学校で遊んでいたお友達と別のところに行くのが嫌だという方もいるので、やはり地域性とかとい

うのはあるのかなというふうに感じていたことはございます。なので、そういうものもひっくるめ

てお話とか情報共有というのは、陽光学園さんだけではなくて、ほかの民間の学童さんとはそうい

う話は担当のほうはしております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） その実態調査の部分、運営の実態のほうも把握しなければならなかった

ということで、当時、何度も足を運んでいるはずですが、その際にやはり子供の数がしっかり増え

ていかなければ意味がないものであったと感じていたはずですが、そこがうまくいかなかったとい

うことで、たしか当初の予定では、岩舟と大平エリアを対応するために岩舟校を発足するはずであ

ったと思いますが、まずそれは間違いないですか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） おっしゃるとおりです。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） そうなると、当初の予定と少し逸脱しているというか、変わってきてい

る部分はあると思います。そういった意味で、実態調査の中や運営実態を把握するに当たって、全

然人が集まっていない状況というのは、いつの段階で分かっていたのか、それが財政課が言ってき

た積み重ねが足らないよという部分であったのか、そこら辺の判断と、その頃の現状というものは

どのように分析をされておりましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 財政から指摘を受けたのは、藤岡校に対してのみでございます。岩舟校に関

してはございません。岩舟校に関しては、やはり子供たちが、例えば民間さんがそこでゼロから始

まっているものだと思うのですね、陽光学園さんについては。ある程度ほかの学童さんに関しては、

ちょっとお声をかけたりとかして、少人数から始まってだんだん人数が増えてきて委託をしたいな

というようなところの民間さんも、どちらかというとそういうところが多かったのですけれども、

ひまわりさんに関しては、岩舟では全く実績がなくて、その中でゼロからスタートしていただいて

いるというところはあったので、私どものできることはご協力しますということで、情報共有はさ
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せていただいて、公営を使っている方に関して、民間さんの周知が足りないのかもしれないという

ところもあったので、チラシをお預かりして、実際に今公営で使っている方にチラシをお配りして、

こういうところがありますよというふうにお知らせして、何とか子供たちを、利用者を増やせない

かというようなお手伝いをしたこともございます。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） この時点での印象というものは、当初の夢を語っていた頃とも変わらず

でよろしいでしょうか、佐山氏に対してです。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 私の個人的な意見ですけれども、そこは変わらずやっていただいていたとい

うふうに理解はしております。

〇副委員長（大浦兼政君） ありがとうございます。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 岩舟校のことですけれども、資料的には１―４と１―５を見ていただきたい

のですけれども。

〇委員長（内海まさかず君） これは、何の資料になりますか。

〇委員（白石幹男君） これは、岩舟校の1,200万円の支出負担行為決議書です。それに添付されて

いる資料です。それと、１―５は事業実績書の報告書です。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） １―４の、これは支出負担行為決議書の２ページ目、交付決定通知書、これ

令和５年の５月９日ですけれども、その交付条件として、設置事業に関する環境の整備の交付の条

件とする。２番目に、令和７年度に利用者数の目標を達成できるように努めること。３番目に、上

記に違反した場合は、補助金の一部または全部について返還しなければならないという交付条件を

つけているのですけれども、１―５ですけれども、補助事業等実績報告書というのがあって、利用

実績書というところで、３番目に、令和６年度については利用者７名でスタートしますが、引き続

き利用者確保に向けて学校等と連携し、令和７年度には利用者数20名以上を目指していきますとい

うことで、令和６年度は本来なら委託条件を満たさなければならなかったのに、補助金については

交付しているのですけれども、こういう状況についてはどう思われますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 現在の私の考え方でよろしいのでしょうか。

〇委員（白石幹男君） 当時、こういうことで交付決定をしているわけですけれども、その時点で、

本当に交付決定できるのかどうかについての認識はどうなのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） どうだったでしょうかかもしれませんが、内部で検討されている可能

性、個人では決められないことなので、内部で検討されていると思いますので、そのときの、これ
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で問題ないよとそのまますっと行ったのか、内部で議論があったのかというものはいかがでしょう

か。

〇証人（田沼好美君） そうですね、ちょっと議論をしたかどうかという記憶はないのですけれども、

とりあえず利用者に関しましては、やはりこちらで何とかする、ある程度努力はして、先ほど申し

上げましたけれども、チラシを配ることをして周知をお手伝いしたりとかということを、やれるこ

とはやったのですけれども、実際に子供たちが４月１日現在の人数だと思うのですけれども、そこ

で７名でスタートするというのはいたし方ないのかなということで始まったのだと思います。

といいますのが、学童に関しましては、いつでも希望があれば入ることが可能ですので、そこら

辺はちょっと様子を見ていきましょうということで、ここに関してはこのような努力をしていただ

くということで、そこは私どものほうはこのような表示をさせてもらって、決裁を押したものと思

われます。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 本来、この補助金を出す条件にはなかったという認識は持っていたのでしょ

うか。

〇委員長（内海まさかず君） どの部分がでしょうか。

〇委員（白石幹男君） 学童事業が７名でスタートして委託できないような状況の中で、その改修の

補助金を出す条件はなかったという認識はなかったのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） ちょっと細かいことは申し訳ないのですが、記憶にはないのですけれども、

例えば公営に関しても、毎年、利用者って変動するので、あるところに偏ったり、あるところが少

なかったりとかというのは、もうそれはいたし方ないというふうに思っております。なので、この

時期あれですね、多分、大平西のほうの建築も関わっていると思うのですけれども、私どものほう

で、本来であれば、そこに建物を建てなければ待機者がかなり出ていたのだと思うのですけれども、

そこを何とかしようということで建物を建てていたということもあるので、実際にそこに、もしか

するとそこを建てていなかったら、岩舟校に行っている子供たちというのもいたかもしれないです

けれども、そこら辺はちょっと、ほかの要因とかそういうものも考慮してというふうにちょっと理

解は、今ちょっとここの文言を見ると、なので、ちょっとそこは緩和して様子を見ていきましょう

というふうに対応したものと考えます。

〇委員長（内海まさかず君） すみません。だから、お金をつけるときにはこういう条件があります

よとやったのですけれども、実際上がってきたものだと７人しかなくてという状況で、本来ならば

条件をつけているので、この状況だとお金は払えません、または返還してもらうということになる

のですけれども、そうではなくて、課内か何かで組織的な判断で、これは仕方ないからこのまま行

きましょうということになったのでしょうか。
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田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そうですね、私の個人の考えではございませんので、そこは協議はしている

と思います。

〇委員長（内海まさかず君） すみません、当時の、それは記録としては残っているのでしょうか。

〇証人（田沼好美君） いや、こういうものは記録には残していないと思います。

〇委員長（内海まさかず君） そうですか。協議をしたことは覚えていらっしゃる。

〇証人（田沼好美君） それも記憶にはございません。

〇委員長（内海まさかず君） そうですか。

〇証人（田沼好美君） はい。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 実質的に、陽光学園は廃止になっていますよね、令和７年度に。陽光学園自

体が、岩舟校についてはもう令和７年度は廃止ということで、令和７年度には利用者数20名以上を

目指しますということは、目指すどころか廃止になってしまったということは、これは交付条件を

満たしていないと見るべきだという認識なのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 陽光学園に関しては廃止には、おっしゃるとおりだとは思うのですけれども、

経営実態とすると、そのまま別の会社で内容とすると変わらず続けていると思いますので、という

ふうに思います。

〇委員長（内海まさかず君） そういうお答えです。

ほかにございますでしょうか。

氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） 委員長、資料のほうを提示していただきたいのですが、よろしいですか。

〇委員長（内海まさかず君） 何に関する資料になりますでしょうか。

〇委員（氏家 晃君） この赤の１―１です。１―１と１―２になります。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員、資料が何になるかというのは。

〇委員（氏家 晃君） 資料は、栃木市民間学童保育事業補助金の補助金額についてというものの回

議用紙です。それと、１―２につきましては、支出負担行為の決議書、補助金等交付申請書が陽光

学園さんから出ているというところになります。その一連のところになります。

大丈夫ですか。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） それでは、まず回議用紙ということで、この起案が令和５年３月27日で、決

裁が令和５年３月27日、同じ日に起案と決裁が行われているわけでございますが、こういったこと

はよくあることでございますか。
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〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） よくあることではないと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） ありがとうございます。

この中身なのですが、補助金を1,200万円までということで決めるということと、決裁の上は、

当該補助金として別紙案のとおり、民間学童保育事業者宛て通知してよろしいか併せて伺いますと

いうことで決裁が下りているわけなのですが、この３月27日で、この民間事業者向けの一番最後の

ところ、１―１の、補助金交付申請についてというところなのですけれども、これは27日に決裁が

下りた。なかなかない同日決裁という形で決裁が下りて、この交付申請についての案内というのは、

ここにあるように補助金等交付申請書、事業計画書、収支予算書、収支決算書、事業実績書、補助

金等交付請求書を全部そろえて、令和５年３月31日、金曜日まで、決裁が下りてから、決裁が下り

た日も含めたとしても27、28、29、30、31、５日間しかないわけだったのですが、この交付申請に

ついてという題名の民営学童保育事業者各位、これは決裁が下りたということで事業者のほうにお

配りをしたという理解でよろしいですか。お配りした記憶があるかということでもよろしいのです

か。

〇委員長（内海まさかず君） この書類について民間学童保育事業者に郵送または送付されたでしょ

うか。

田沼証人。

〇証人（田沼好美君） この３月27日というのはあれですよね、多分、補正、議会の最終日になるの

ですか。

〔「そうです、はい」と呼ぶ者あり〕

〇証人（田沼好美君） 補正が通っての起案ですよね、だから期間が短いということですよね。決裁

を取っているので、これは当然郵送……決定をしました、通知してよろしいか併せて伺いますとい

うことなので、多分、送付はしているものと思われます。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） では、３月27日のこの決裁が下りたことを受けて、郵送をしているというこ

となのですが、という記憶ということなのですが、郵送を、今、郵便事情を御存じかと思うのです

が、翌日には配達されない。早くても翌々日。27日に郵便局で受け付けてくれたとしても、事業者

のところに届くのは29日、早くて。そこから中身を見て、３月31日までに申請しようというので、

時間的にかなりタイトになるという認識はございましたでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません、今ちょっと資料を見ている限りにはなりますけれども、1,200万

円に関しては、多分、お話があって対応させていただいているのは、ひまわり学童のみだと思われ
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るのですね。なので、全部の……宛名が民営学童保育事業者各位になっていますけれども、本来で

あれば、多分この時期でこういう改修工事の要望があったりとかというのは、ほかの学童からの要

望は多分なかったというふうに認識していますので、本来であればこの宛名が、民営学童というと

多分いろんなところに該当すると思うのですけれども、そうではなくて、例えばそのまま該当の事

業者のお名前を入れて、あとは、通知するというふうに決裁のほうはなっているので、もし多分そ

こだけで考えるのあれば、実際に郵便でかどうかまではちょっと記憶にはないです。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） そうしますと、証人としては、民間学童保育事業者各位という栃市子第584号、

栃木市、大川秀子名で出される予定だったというか、この文書というのは、本来は先ほど名前出て

こなかったですけれども、陽光学園さんのみにお渡しをするという理解でよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません、今ちょっと資料を見ただけでは、そういうふうに私のほうは今

理解したのですが。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） そうしたら、この決裁の上は、当該補助金として別紙案のとおり云々、通知

してよろしいかというところなのですけれども、ではここは、ほかの学童保育の事業者には知らせ

ないという認識があったのにもかかわらず、この文書は、栃市子第584号につきましては、栃木市

長が学校法人陽光学園だけに出すはずのものをこの決裁文書には、民営学童保育事業者各位に、錯

誤があったとか、そういったことで作ってしまったというご認識であるという理解でよろしいでし

ょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 証人の記憶では、今見た限りでは、これはそういうふうに、陽光学園

に出すべきものではないかという証言をされたということになります。それでよろしいですよね。

〇証人（田沼好美君） はい。

〇委員長（内海まさかず君） これを作った、また決裁をした当時というものの記憶というものはご

ざいますでしょうか。

田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません、記憶はございません。なので、すみません、もしかするとちょ

っとここに、その宛名までは申し訳ないです、ちょっと、今見た中では、民営学童保育という表示

ではなくて、事業所宛ての名前を入れるべきだったのではないかなというふうに、ちょっと今は思

います。なので、その当時の、すみません、記憶は、そこまではちょっと見ていなかったかもしれ

ないです。申し訳ございません。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） すみません、このような有利な補助事業があるということは、ほかの民
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間学童さんには周知は過去にされていたのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 先ほどちょっとお話に出ましたけれども、子ども・子育て支援交付金の交付

要綱ですとか、そういうものに関しては、誰でも閲覧はホームページとかそういうもので、国のほ

うから取ることができます。

そういう周知はもちろん、皆さん民間の学童さんに関しましても周知はしておりますし、たしか

去年ですか、去年の民間さんを全部お呼び立てをして、実際にそういう横のつながりを持っていた

だくということで、去年改めてこういうものも皆さんご自分で確認をしていただき、自分の運営を

していく中で、何か使えるような要綱とかあれば、ぜひこちらに、市のほうにもご相談いただきた

いということで、改めて去年はそういう会合を持つように始めました。なので、それ以前からお知

らせとかそういうものはしておりました。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） ということは、こういった補助事業があるよというのは、ほかの学童さ

んも知っていたということでよろしいですか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 私は、そのように理解をしております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 過去の我々の調査の中で、例えばお風呂場であったり、直接学童に関わ

らないものであっても、今後使うだろうという判断で補助金を出していましたというふうに報告を

受けています。そういったことも踏まえて、大きな拡大解釈を基にこの補助金を出せるのだよとい

うことは、ほかの学童さんは理解されていたと思われますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） ちょっとほかの方の考え方まで私は分からないですけれども、拡大解釈をす

るかどうかにならないように、私たち担当とすれば、そこら辺は事業者の方と話合いを持ったりと

か、そういうふうに対応してきているものと思っております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 分かりました。この件ちょっと別件でも聞くと思いますが、取りあえず

これで大丈夫です。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） そうしましたら、この栃市子第584号が民間の学童各位には送られなくて、

陽光学園さんだけに送られたという認識だったということなのですけれども、それを受けて、１―

２のほうで、補助金の申請が令和５年３月27日に、もう陽光学園さんのほうから上がってきている

わけでございますが、この辺の極めてスムーズな申請の段取りなのですが、それにつきまして何か
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お考え……

〇委員長（内海まさかず君） では、当時の状況というものをご説明いただければ、３月……

〇委員（氏家 晃君） ３月27日に申請が出てきているということは、その前から陽光学園さんとは

お話をしていたかと思われるのですが、その当時の状況につきましてご記憶がある範囲でお答えい

ただければと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません、ちょっと細かいところは記憶にはございません。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） 分かりました。経緯のほうは分からないということで、そうしましたら決裁

が27日に下りて、27日、同日に補助金交付の申請があり、それも27日に決裁がされているというこ

となのですが、この辺につきましてもこういったことはよくあることなのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） よくあることではないと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） よくあることではないということで理解をいたしました。

それで、補助金交付申請書のほうを見ていただいて、添付書類として（１）事業計画書、（２）

収支予算書ということで書いてあるのですが、収支予算書のほうは私が見ても何とか……

〇委員長（内海まさかず君） 資料１―２の２枚目。

〇委員（氏家 晃君） １―２の開いてすぐのところの交付申請書。（１）の事業計画書というのが、

この図面だけで事業計画書という理解でよろしいのですか。事業の計画とはちょっと違うのではな

いかというふうに私は思うのですが、その当時のご意見、考え。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません、この書類を今見ての話にはなりますけれども、当時、あくまで

もこれは改修工事の補助金の申請書になりますので、このように改修しますということで、このつ

けられているものを計画書として捉えて手続しているものと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） では、これやっぱり改修だけの場合には、こういった図面だけで添付書類と

して用をなすといいますか、添付書類として成り立つというふうな理解でよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そうですね、今、ちょっとここで書類を見る限りだと、当時は出せるものと

いうのは当然あればつけていると思いますので、今、この書類を見た限りだと、こちらが関係する

添付の書類でということで認識をしてつけさせていただいているものと理解しています。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。
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〇委員（氏家 晃君） 先ほど証人のほうからもありましたが、全ての起案決裁、そして申請のほう、

そして申請の決裁、３月27日、１日に行われるというのは、なかなか聞いたことがないということ

で、３月27日、何とか間に合わせるために事業計画書ができていないので、この図面だけで決裁の

ほうが通ったというか、これしか出せなかったのかなというふうには思いませんか。

〇委員長（内海まさかず君） 質問、意見を求めるのではなくて、事実を聞いてほしいと思っており

ますので、十分であったかというのは先ほど聞いたのでしたっけ。

〇委員（氏家 晃君） そうですね。

〇委員長（内海まさかず君） では、質問はそこまでだと思われます。

〇委員（氏家 晃君） では、取りあえず。

〇委員長（内海まさかず君） すみません、ここで暫時休憩いたします。

（午後 零時０１分）

〇委員長（内海まさかず君） 休憩前に引き続き会議を始めます。

（午後 零時０２分）

〇委員長（内海まさかず君） ここで暫時休憩いたします。再開は午後１時から開会いたします。

（午後 零時０２分）

〇委員長（内海まさかず君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後 １時００分）

〇委員長（内海まさかず君） 委員の皆様に申し上げます。質問は端的にお願いいたします。

それでは、何かご質問ありますでしょうか。

針谷委員。

〇委員（針谷育造君） 現場確認の有無、当然していると思います、改修工事で。そのときに改修工

事前の写真がほとんど見当たらないのです。この改修工事前の写真はなぜ撮らなかったのか、一部

にはあります。これはどう考えておるのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人、その事実は把握されていらっしゃいますでしょうか。

〇証人（田沼好美君） 記憶の限りでは、なぜ撮らなかったとか、ちょっと理由は何かあったわけで

はないです。議員さんのほうで確認されていて資料がないということであれば、当然そこは撮って

いないのだと思うのですけれども、なぜ撮らなかったのかというのはちょっとすみません、理由は

ないです。

〇委員長（内海まさかず君） 針谷委員。
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〇委員（針谷育造君） これは、行政のイロハのイだと思います。特に補助金というものについては、

工事前がどうだったと、工事後がどれだけ改良されたか、改善されたかというのは、当然当たり前

のことではないのかなと私は思うのですけれども、証人についてはその辺の考え方はいかがでしょ

うか。

〇委員長（内海まさかず君） 補助金を執行する上での在り方というものはどのように思われますで

しょうか。

田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 今回ご指摘いただいたとおり、今そのようなご指摘を言われれば、確かにそ

のとおりだなというふうには思います。なのですけれども、当時初めて今回の改修工事については

対応させていただいたのが藤岡が最初、市でも初めてのことだったかと思うのですけれども、そこ

はちょっと手続が甘かったなというのは今思います。

〇委員長（内海まさかず君） 針谷委員。

〇委員（針谷育造君） くどいようですけれども、手続が甘いということの判断で総額1,200万円、

２校合わせると2,400万円のお金が出ているということになると、議会とすれば当然出さなければ

ならない理由、そしてどの項目がそれに当たるのかというものを確認しないわけにはいかないと思

うのです。いわゆる議会のチェック機能、百条委員会の前に。ただ、こういう問題今まで私たちも

分からなかったから、今日は百条委員会で聞くのですけれども、こういうことというのはほかの他

の部署、工事を担当しているところなどにも聞くことはあるかと思いますけれども、これは前と後

の証拠として、当然どのような価値をその工事後に与えたという証拠あるいは証明のためにもぜひ

必要なことだと私は思うのです。そのことについてもいかがお考えですか。

〇委員長（内海まさかず君） 針谷委員、重複する質問になりまして、そして意見を求めることにな

りますので、針谷委員のご意見というものは承知いたしました。恐らく証人にも伝わっていると思

います。

大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 午前中にありました質問の中に見積書の名前が違うというものがありま

した。結局一般的な話もそうなのですが、やはり相手先が違うと違う場所の工事を疑ってしまうと

いうのは一般的で当たり前で、当然統一して陽光学園での見積書を出させるというのは当たり前だ

とは思っています。現実に結果的には振込証明書をもって判断をされたと思いますが、やはり現場

確認において備品等一個一個も確認していかないと、当初疑いは、疑念を持っていたものを晴らす

ためには写真は当然あるべきですし、現場確認の際は深くしっかりと調査をするものであると感じ

ています。やはり金額の大きさだけではなく補助金の性質上、税金をどう扱っていくかというのは

大切なことでありますので、そこら辺の部分に関して当初名前が違ったということは認識していた

が、どのように判断した記憶はなかったということはおっしゃっておりましたが、現実に結果的に
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は全てが陽光学園で請求書、支払いが出ていて、現場の確認した際にその一つ一つをどのように判

断されたのか、当時の状況はご自分ではどのようだったのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 今回の私たちの捉え方とすると、また交付金が別に整備交付金というのがあ

るのですけれども、それに関しては大平西とか実際に自分たちで計画を立てて実施設計から始まっ

て建築、建物を建てるというものとまた性質が違うものではあったので、そちらの整備交付金です

と全部見積りの単価であるとか確認とかというのも検査指導係とか、そういうところも全部ほかの

部署が入ってのものではあったのですけれども、今回の環境改善に関しましては、そこまでの手続

というのは当然担当部署、私たち学童保育係でのみ担当はしていましたので、実際に環境改善とい

う全体的な部分は見ておりますけれども、一つ一つ備品のほうを全部確認したかというふうに言わ

れますと、そこまではやっていないというふうに申し上げます。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） やはり今までの質問の中にもいろんなものの金額については聞いていま

したが、当然専門家でない以上分からない部分があったと思います。こういったものの特質上、特

性上、出されたものを信じて進めるということで仕方はなかったと判断されますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 今思えば、そこはきちんと例えば別部署にというのをやるべきだったと思う

のですけれども、当然そこはやっておりませんでした。

〇委員長（内海まさかず君） 針谷委員。

〇委員（針谷育造君） 施工前ということがやるべきだった、確認は、設計書の、あるいは見積書と

いうことだったのですけれども、施工後の写真はありますけれども、それとの比較みたいなものと

いうのは中ではやらなかったのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 写真と現場との確認という意味ですか。

〇委員（針谷育造君） だから、そこがどのように変わったという確認は当然していると思うのです

けれども、そういう観点での検討は、これだけのものがこれだけの価値が上がるように、あるいは

学童保育でそのような状況が子供たちにいいようにというようなことで、その評価みたいなものは

していないのでしょうか。要するに設計書がないわけですよね。こうしたいという思いはあったに

しても、設計書がなければ、例えば一式何という、たくさんありますよね、一式というのが、見積

書の中に。

〇委員長（内海まさかず君） それは事実なので、そのまま言っていただいて、同意を求めなくても

大丈夫です。

〇委員（針谷育造君） そのような一式というような見積書の中で、これは技師ではない皆さんにと
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ってはしようがなかったのかという。でもそれでは済まないような気もするのですけれども、その

ときの一式というような、あるいは見積り課題みたいなことなんかもあるように見受けられるので

すけれども、取りあえず一式ということについての考え方というのはやむを得なかったというふう

に、やむを得なかったというよりもどのようにお考えですか。

〇委員長（内海まさかず君） 見積り段階とか請求書段階で一式というのがありますけれども、それ

を見たときにどのように感じたかということでよろしいですか。

〇委員（針谷育造君） いいですよ。先ほどちょっと答えていたようですけれども。

〇委員長（内海まさかず君） 見積り、また請求書の中で、項目の中で一式というものが出てきてい

ますけれども、それはご存じでしょうか。

田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 先ほど見せていただいた資料を見て、確かに一式というふうになっているの

は今見て思いましたけれども、その当時どうだったかというのは、すみません、記憶にはございま

せん。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） ほかの方も以前の意見交換会も含めておっしゃっていたところの確認で

ございますが、当時現場確認に行かれたとおっしゃっておりましたが、やはりそれは見積りに沿っ

て佐山氏がここをこうしたということの説明を受けただけということで、まずはよろしいでしょう

か。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 説明していただかないと私たちも、先ほども、あまりそんなに書類に関して

建築関係とか詳しいわけではないので、説明していただいて計画書というか、それのとおりにやっ

ていただいていますよねというのを確認させていただいたというふうに記憶しております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） それでは、そのときに田沼さん自体は説明を受けた際に、ここが工事さ

れているという認識をしっかりと確認できたと今覚えていらっしゃいますか。何かううんと思うこ

とはあったのでしょうか、その当時の状況をお伝えください。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 私が記憶している中では、藤岡校の現場確認は私は行っておりません。なの

で、岩舟校に関してのご回答になりますけれども、ここをこういうふうに改修してということで、

私はそのように全て受け取っております。不審に思ったことはございません。

〇委員長（内海まさかず君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） 委員長、先ほどの氏家委員の関連に戻ってしまうのだけれども、よろしいで

しょうか。
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〇委員長（内海まさかず君） はい。

〇委員（青木一男君） よろしいですか。多分田沼証人の机の上にあるかと思うのですが、資料、補

助金等交付決定通知書になります。赤の付箋の１―３の前のページですか、それが３月27日、先ほ

ど氏家委員のほうから出ました交付決定通知書です。それと、これが多分藤岡校、それと赤付箋の

１―４の次のページですか、令和５年５月９日の交付決定通知書です。交付決定通知書が令和５年

３月27日と令和５年５月９日、これ藤岡校と岩舟校の交付決定通知書なのですが、年度はまたいだ

としても、令和５年に交付決定通知書が出ているわけです。藤岡校は、令和４年からもう開業して

いるわけでありまして、令和５年になった理由というのをどのように把握されているのかちょっと

お聞きしたいのですが。

〇委員長（内海まさかず君） 今のは資料１―４のほうで、これは１―４は岩舟の交付決定ですよね。

〇委員（青木一男君） そうです、５月９日。

〇委員長（内海まさかず君） １―２のほうは、これは藤岡に対する交付決定通知書。

〇委員（青木一男君） そうです。３月27日のです。藤岡校がこれだけ遅れた理由をどのように把握

されているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。だから、岩舟の部分は今聞かなくてもいいのですよね。藤

岡が年度末に差し迫っての交付決定というのは、どのような事情があったのでしょうかと。

〇証人（田沼好美君） すみません。今ちょっと資料を見てのお話なので、藤岡校に関しては補正で

予算がついていて、予算が確定したのが令和５年３月27日だったからではないのかなと資料を見る

限りだと思うのですが。

〇委員長（内海まさかず君） 以上で。

〇証人（田沼好美君） はい、すみません。岩舟のほうが何でというのは、今これを見ているだけで

はちょっと分からないです。

〇委員長（内海まさかず君） 当時の記憶というのはございますか。

〇証人（田沼好美君） 分からないです。

〇委員長（内海まさかず君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） それでは、その内容的な部分で、交付条件なのですが、これを見ていただく

と藤岡校はここに書いてあるとおりです。子ども・子育て、これは一般的な交付条件ですよね。岩

舟校に関しましては、それにプラスされて令和７年度に利用者の目標を達成できるよう努めること、

上記に違反した場合は補助金の一部または全部について返還しなければならないというふうに岩舟

校は交付条件に入っています。３項目ありまして、今私がお話しした２項目が入っているのです、

交付条件に。岩舟校に関して、この２つの交付条件をつけられたというのはどのように把握されて

いるのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 当時の状況を説明していただければと思います。
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田沼証人。

〇証人（田沼好美君） ちょっと今資料を見比べてみて、なぜ藤岡と岩舟が違うのかというのは、す

みません、ちょっと記憶にはないです。人数のことに関しては多分藤岡のほうはある程度人数、子

供たちの、利用者のという条件はのめていたのだと思うのですが、岩舟のほうは先ほどほかの資料

で利用者が７名というのが多分４月１日現在の人数だったかと思うのですが、それを増やしていっ

てほしいということもあって、年度の途中で人数って変わることがあるというのは先ほども申し上

げましたけれども、それでそこは必ず達成できるようにということで条件の中に入れたのではない

かなとは思います。その２番が入っているがために３番を入れたのかどうかというのはちょっとす

みません、記憶にはございません。

〇委員長（内海まさかず君） 証人は、係長として交付決定に関しての意思決定の場にはいらっしゃ

いましたでしょうか。

〇証人（田沼好美君） 決裁押していますのでいました。

〇委員長（内海まさかず君） この決裁を上げる前の会議とかというものには参加されていらっしゃ

る。

〇証人（田沼好美君） 打合せにはほぼ入っていると思います。

〇委員長（内海まさかず君） ほかにございますでしょうか。

広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） まずは、証人に資料のほうをお渡ししたいのですが、よろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） どういった資料になりますでしょうか。

〇委員（広瀬義明君） こちらの資料は、インデックスのほうでいうと赤の１―２、そして１―５に

なります。資料としては、支出負担行為決議書及び実績報告書提出に関わるものということで、こ

れに添付をされております見積書、請求書のほうについてお伺いをさせていただきたいと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 少々お待ちください。

〇委員（広瀬義明君） 金額の精査ということ、今証人にその数字の内容等についてお聞きをしたい

のではなくて、そこに記載されている数字そのものが本当に妥当性があったのか、そういった確認

というのは一切行わなかったのか。先ほど証人のほうから、建築のプロではないのでといったお話

等がございましたけれども、例えばその見積り請求書に上がっております物品、そしてその規模等

について、従来の学童保育を行うにふさわしい内容だということで当時認識をされていたのかにつ

いてまずお伺いします。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 当時やはり必要だから上げていただいているというふうに認識はしておりま

す。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。



- 39 -

〇委員（広瀬義明君） それでは、その当時の学童保育、たしか田沼証人は公営の学童のほう、60か

所以上の統括をされている立場であったということで冒頭お伺いしておりますけれども、公営の学

童保育の場合、当時、どのような備品までは補助金による購入が認められていたのか私も分かりま

せんが、例えば岩舟校のほうの見積り請求書のほうに様々な備品の購入がございます。そういった

備品の購入もこの補助金の適用範囲であったということでよろしいのですよね。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 環境改善に関してということになってきますので、環境を改善するに当たっ

て民間学童さんが必要だということで上げていただいておりますので、そのように判断をしており

ます。ごめんなさい。公営に関しましては、やはり民間と公営の目的ってちょっと違う部分がどう

してもあるのです。民間さんって自分たちの特色を生かしている事業を展開している学童さん、そ

れを選んでいただいて子供たちが利用しているということになりますので、公営の学童と比べます

とかなり物品とか、そういうものに関してもちょっと違うものというふうに認識はしております。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） それでは、例えば物品の例として挙げさせていただきますが、こちらのほう

に岩舟校において複合機のほうを購入されております。この複合機が請求金額が税込みで161万

7,000円と、当時７名しか在籍のなかった岩舟校において160万円を超えるようなカラー複合機が必

要であったと、請求通っていますから、お認めになられたということでよろしいのですよね。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） おっしゃるとおりです。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 確かに公営と民営で指針も方向性もやり方も違うというのは理解いたします

が、果たして本当にこんなに高性能の複合機が実際に必要だったのか、そのとき課内ではどのよう

な、何かしらの議論がなかったのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） この複合機のほうは、私のほうも現場で確認はしておりまして、市と比べる

とすごく立派なものだよねという話をしたのは覚えています。でも必要として上がってきたものと

いうふうに認識はしておりましたので、それに対して議論というか、反対をするとか、そういうこ

とはなかったです。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） そのとき議論にはなった、お話にはなったということでございましたけれど

も、そのレベルの複合機というのは当時公営学童で使われているといった例はございましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 公営学童では、このような複合機は使っておりません。
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〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 私も公営学童で見かけたことがないので、そうなのかなというふうに認識し

ておりますけれども、民営学童というのはなかなか我々も存じ上げない部分が大きいわけなのです

けれども、当然ながら田沼証人におかれましても、数多くの事例を見たわけではないのかなと、そ

の当時ですね、思います。ただ、一般常識的に考えて160万円を超える複合機ですから、多分高性

能なのだと思います。その高性能な複合機を使いこなすだけのカリキュラム等が、このカリキュラ

ムをやるためにこの複合機が必要なのだよという説明というのは受けていらっしゃいましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そのような説明があったとは記憶はしておりません。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） そうしますと、当時子育て支援課の皆様方は、こういったものが必要であろ

うということで補助金の中に含むことをお認めになられたという認識であったということでよろし

いですか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） おっしゃるとおりです。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） それでは、続けて同じ備品についてお伺いをさせていただきます。岩舟校分

です。やはり同じ請求書のほうで、ＴｅｃｈＤｅｓｉｇｎさんの請求書ですね、こちらのほうでデ

スクトップＰＣ、ノートＰＣ合わせて４台を購入されております。学童保育事業運営に当たって４

台のパソコンが使われるというのは、当時よくあることだったのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 民間学童でということでよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〇証人（田沼好美君） 民間学童さんにおかれましては、パソコンで遊ぶというか、プログラムをや

ったりとか、そういうことも聞いたことはございます。なので、公営ではパソコンの配備ってＷi

―Ｆiの関係とかがございまして、そういうものができないのですけれども、民間さんにおいては

そういう環境整備をした中で、パソコンを学童保育の子供たちの遊びで使うのか授業で使うのかと

かというのは、ちょっと細かいところは記憶にはございませんけれども、そういうもので必要であ

るという認識はあります。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） ちなみに、先ほど申し上げたとおり、デスクトップＰＣが３台、そしてノー

トＰＣ、ノートパソコンですね、これが１台という内訳でございました。学童に来られる生徒さん

にどのパソコンを使わせて、ノートパソコンはこういった用途で使うと、そういったご説明はござ
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いましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません、そこはちょっと記憶にはございません。ごめんなさい、説明が

あったのかもしれないですけれども、覚えてはいないです。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） パソコンを購入するに当たって、用途目的というものが求められるのではな

いかなと思います。その辺は要綱等に記載というのは当時はあったのですか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 要綱というのは学童の利用の要綱という意味ですか。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 失礼しました。補助金の使用に関わる要綱です、栃木市の。そこには備品購

入についての細かい規定というのは、当時はなかったということでよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません、ちょっと記憶にはないのですけれども、多分備品という言い方

しかしていないのではないかなと思いますが。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 購入するものについては、なかなか細かいことは職員の間で先方と打合せを

する機会は当時はなかったのかなというふうにも取れるのですけれども、これ私１つお聞きしたい

のが様々な備品購入、そして工事に当たって、お互いにどのぐらいの連絡の取り合いがあっての補

助金の支出になったのかな。つまりは工事が始まる、その前に打ち合わせますよね。そのときに担

当職員とこういったことでこういった備品をこういった形で購入していきたいという打合せはなか

ったのでしょうか、この見積書の段階で。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 担当と事業者でやっていたかもしれないのですけれども、すみません、私の

ほうは記憶にはないです。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） では、請求書、見積書等についてはちょっとひとまず置かせていただきまし

て、委員長、もう一つ書類の配付を行わせていただきたいと思います。

〇委員長（内海まさかず君） はい。どういった。

〇委員（広瀬義明君） 今回の書類は、赤インデックス２―１の中にございます令和４年藤岡校補助

金対象経費の修正について、そして令和５年岩舟校補助金対象経費の修正についてでございます。

今申し上げたものについては、分かりやすく言うと本年所管のほうで調べ直していただいたら、こ

れだけの未執行が出てきましたという報告のものでございます。当然田沼証人におかれましても、
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この作成等についてはご存じかと思いますが、当時開設に関わってこられた方々からすれば、非常

に遺憾に思うところが多々あるのだと思うのですけれども、きちんと確認作業を行っていれば、こ

ういったものが分かったのではないかと思いますが、当時の確認作業でライトが幾つ使われていま

した、買われました。実際についていました。個数確認というのは、これは当時していなかったと

いうことでよろしいのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 午前中の説明でも申し上げたのですけれども、全体の改修に関してというこ

とで確認はさせていただいていたのですけれども、一つ一つ個数に関しては行っておりません。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） ２つ合わせると結構な金額になってしまいますが、当時こういった不整合の

ものを発見するといいますか、見るために定められていた方法、やり方等はあったのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 何の方法ですか。検査の確認ですか。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 完了後の検査確認の方法というものは特段決まったものはなかったのかなと

いうことです。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 当時この環境改善に関しての支出ということが藤岡校が最初で、岩舟校が２

つ目ということだったので、課内の中でそういう規定をつくったりというのは当時はございません

でした。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 確かに初めてのケースでやり方が分からないままに一生懸命おやりになって

いらっしゃったのは分かります。特に先ほど田沼証人のほうから、お一人で60を超える公営学童を

統括されていたということを聞くだけで、多分かなり激務だったのだろうな、人手も足りなかった

という話もありましたし、かなり多忙な中でのこの事業への対応だったというのは十二分に理解を

させていただいております。ただ、その中で１校当たり1,200万円を超える補助金の支出に当たり、

ミスを出さないようなやり方というものは必要だと思うのです。当時この金額について皆さんが予

算請求から内容の精査まで真摯に向き合っていたという自覚は皆さんお持ちであったということで

よろしいのですね。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 今ご指摘をいただくと確かにそのとおりだなというふうには思います。でも、

当時そのようなやり方でやってしまったというのは本当に大変申し訳なかったと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。



- 43 -

〇副委員長（大浦兼政君） この補助事業というのが初めてのことであった、人手不足も当然あった、

いろいろ現状は把握させていただきました。その中でやはり1,200万円という金額は決して小さい

ものではないと感じていると思いますが、正直そんなにどっちも満額で出すことに対して何か不安

とか問題があるのではないかという言葉は、ご自分も含めて課内で出たことはなかったでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） それはなかったです。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） それは基本的に全てを信じたからということなのでしょうか、それとも

そこまで何も考えず、出されたものをそのまま受け入れたものとして、どういった心境でそのよう

な話が出なかったと感じていますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 何も考えていなかったということはございません。なのですけれども、もち

ろん信頼関係があってやらせていただいているというのもございます。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） その信頼関係というのは陽光学園に対して、また佐山氏に対して信頼関

係は構築できていたと田沼さんは考えていらっしゃるということでよろしいですか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 構築できていたとは考えてはいないです。なのですが、構築しつつあるよう

に努力はしておりました。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 少し確認いたします。当初子供の未来をよく考えている立派な方だと把

握されておりました。途中においても考えは変わっていない。信頼関係を構築する、しないという

部分というのは、何をもって自分の中で判断材料であったのか、その当時のお考えはどうだったの

でしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） どちらかというと私が現場に出てというよりは、担当の職員のほうが動いて

くれていた部分は多かったです。それは役職柄ということはあると思います。あと、私のほうも実

際に重大なところとか、そういうものに関してはもちろん係長ではありましたので、相談を受けて

ということはございましたけれども、私がやはり担当がいなかったりとかするときに佐山さんから

連絡を受けたりとか、そういうことはありましたけれども、別にそこは通常普通の事業所さんと同

じように話をしたり、相談をしたりとかということはやれておりましたので、別段特別扱いをする

わけでもなく、ほかの事業所さんと同じように対応はさせていただいていました。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。
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〇副委員長（大浦兼政君） 情報提供があったということは、事実を認めていただきました。内容に

ついては、今お聞きしていない状況でございますが、その情報提供というものは判断的にはよい意

味であったとは思えないのですが、そこの確認をします。どういった意味合いのものだったか話せ

ますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません。情報の提供があった話は、具体的に私のほうから申し上げられ

ないです。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 情報提供があって、その記録があるとはおっしゃいましたよね。それは

分かりました。

では、その情報提供を基に佐山氏に対する判断も、その情報提供後も変わらない状況で見えてい

たというふうに判断してよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 情報提供に関してのお話は控えさせていただきますけれども、そこでそれ以

上信頼関係ができるということは当然のことながらないと思いますけれども、そこでストップした

感じになります。そこは私の感覚です。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 情報提供を基に何かの動きはご自分もしくは担当課、それ以上の責務の

方が調査なりしたことはございますか、事実は。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません。情報提供に関してのお話は、私のほうからはできませんけれど

も。

〇委員長（内海まさかず君） 内容については、この場ではどうかなという部分はありますが、それ

に対して何かの対応を行ったというものはお答え願えますでしょうか。

〇証人（田沼好美君） 対応は行いました。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 対応されたということでございます。それは、日付的には藤岡、岩舟と

もに開設後、全ての補助金が出た後のことだったのか、その時系列というか、時間軸についてはお

答えできますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人、お答え願います。

〇証人（田沼好美君） もう一度いいですか。

〇副委員長（大浦兼政君） その情報提供という部分、内容はいかんにしても、それがあった日付と

いうものは、全ての補助事業が決定し、もう支払いも済んだ後のことであったのか、それとも前の
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ことであったのか覚えておりますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません、ちょっと分からないです。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 情報提供を受けた際、ご自分以外にも職員さんはいらっしゃいましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません、情報提供に関してのお話はできないと申し上げているのですが、

そこはお答えしないといけないのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 情報提供の内容について、また情報提供を行った方の名誉や、そして

不利益を被る部分に関してはお答えを拒否しても構わないとは思いますけれども、その付随する部

分、直接その方に関わらない部分はお答えをお願いしたいと思います。

今の質問は何でしたっけ。

〇副委員長（大浦兼政君） 実際田沼さんが聞いたの……

〇委員長（内海まさかず君） １人で担当したのではなくて……

〇副委員長（大浦兼政君） 聞いた時期とともに、それは１人だったのか、ほかにも職員さんがいら

っしゃったのか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そこはお答え申し上げられないです。

〇委員長（内海まさかず君） ほかにございますでしょうか。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） 情報提供の件ですけれども、それは子育て支援課内のメンバーの共通認識に

はなっていたのかということではどうでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） それも申し上げられません。

〇委員長（内海まさかず君） ほかにございますでしょうか。

小平委員。

〇委員（小平啓佑君） ちょっと資料の確認をお願いいたします。青いほうの205です。令和７年７

月18日、さっき渡した記録簿の一番最後に日誌があるところの日誌のお話になります。

〇委員長（内海まさかず君） よろしいでしょうか。日誌の部分。

〇委員（小平啓佑君） 日誌の部分です。大丈夫でしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 質問をお願いします。

〇委員（小平啓佑君） これは、順番で行くと令和４年９月20日に記録された記録簿で、日誌の書き

方や交付の算定方法について確認するというのが一番下の処理の部分に書いてあった後の日誌なの
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で、お聞きするのですけれども、これはどこの日誌でしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） これというのは。

〇委員（小平啓佑君） 令和４年４月１日金曜日の日誌と、その裏面が令和４年７月29日金曜日の日

誌になります。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 今この資料で確認をしたところで、令和４年４月１日なので、藤岡校と思わ

れます。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） そうしますと、令和４年４月１日から７月29日まで藤岡校で学童保育が開設

されて、実際に運用された記録という理解でしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 通常だとそうだと思うのですけれども、学童が開設するに当たって、公営も

そうなのですけれども、例えば公営で言うと夏休みとか通常の子供たちよりたくさんの子供たちの

受入れをするのです。通常の福祉総務課のほうの届出をしているところがどこどこの場所でって住

所とかも書くのですけれども、そこで必ずしも開設ができないときというのが当然あるのです。そ

の場合の開設の要件というのが名簿に登録してある子供たちと、あと支援員、その方たちがそろう

ことによって、そこの学童が開設しているというふうに見ることも可能なのです。なので、これで

見ると藤岡校ということで登録されている方が場合によっては、ちょっと聞いたこともありますけ

れども、板倉校で習い事を当然そちらに行ってやったりとかということも聞いていましたので、そ

ちらで行っているという可能性もあったかとは思います。ちょっとそこは記憶に分からないですけ

れども。

〇委員長（内海まさかず君） この最後の日誌の部分、これは普通行政が見るものなのでしょうか。

田沼証人。

〇証人（田沼好美君） これは、午前中でもお話しさせていただいて、通常委託をするということに

なると、毎月月末で日誌を締めていただいて、翌月の10日までに出していただくという日誌がこれ

になります。なのですが、午前中説明した中でも、この様式を今見ると、これは栃木市の様式では

ないのです。なので、多分この様式で報告をうちのほうに上げていただいていたのですけれども、

多分担当と話合いをする中で、栃木市は栃木市の様式で、もうちょっと内容が栃木市のものって細

かくなってくるものなのですけれども、そちらに修正を書き直すといいますか、今後はこういうこ

とで栃木市の様式に合わせますよというお話を担当のほうから聞いた記憶はございますので、これ

は多分群馬県のほうの出していただいていた様式で、うちのほうに提出していただいていたものと

思われます。

〇委員長（内海まさかず君） この資料は、各学童から日誌が30日分束になったのが支援課に上がっ
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てくるという形でしょうか。

〇証人（田沼好美君） おっしゃるとおりです。公営も民営も同じです。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 午前中の質問で、９月補正に実態把握が間に合わず、12月補正にも間に合わ

ずという流れの中で資料徴求をしたと思うのですけれども、この資料はその実態把握、通常に開設

されて運用されているという判断につながっていた書類でしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） これだけで判断ということではなくて、９月補正から、先ほど午前中もあり

ましたけれども、12月補正になぜ上げなかったというお話が出たと思うのですけれども、積み上げ

が足りないというのは、こういうものが出てきていますけれども、これと本当に現場の確認である

とか、これだけでは判断はしてはいないです。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） そうしますと、４月１日以降実際に開設、運営がされていたのかどうか疑う

考え方、もしくは部下等の報告というものはございましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません、疑うというのは、これのとおりにされていないのではないかと

いう確認をしたかということですか。

〇委員長（内海まさかず君） そういうことかな。

〇証人（田沼好美君） 陽光学園だけではなくて、先ほども、公営もそうですし、ほかの民間さんも

同じように日誌は出していただいてはいますけれども、福祉総務課のほうでも監査ということで、

民間さんだと３年に１回ぐらいのペースで回る監査は市のほうでは行っています。そのほかにやは

り市のほうの担当のほうが様子を見に行ったりとか、このとおりに本当に行われているのか、支援

員の人数であるとか、子供たちの人数によって交付金の委託料の金額とかというのも当然変わって

くるのです。あと開設日もそうなのですけれども、なのでそういうものは現場に行って確認をした

りとかということはやっております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） そうしますと、今の発言から推測しますと、この日誌に関しては正当性

があり事実であると認めた、そしてその調査も行われたと思ってよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 藤岡校に関しましては、委託を始めたのがたしか令和５年からだと思います

ので、これは参考資料といいますか、そのように扱っていたと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 分かりました。日誌の件はしようがないにしても、現場確認に行ったと
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きに実態調査は何度行かれていたと記憶があるのか、また行った際、全てにおいて確認が取れたの

かの確認をさせてください。

〇委員長（内海まさかず君） それは、運営をしているかどうかの現場確認ですよね。補助金ではな

いですよね。

田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 回数は覚えていないです。もちろん私が行ったときもございますし、担当が

藤岡、公営の学童も抱えていますので、そういうものを見に行ったついでに見に行ったりとかとい

うことはしていたと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人は何回ぐらい行かれた覚えがありますか。

〇証人（田沼好美君） 回数は覚えてはいないです。

〇委員長（内海まさかず君） 年に一、二回とか、開設だから令和４年度になるのかな、それは覚え

ていらっしゃいませんか。いつ頃行ったとかというのは、夏頃とは言われましたけれども、１度で

はなかった。

〇証人（田沼好美君） １度ではないです。

〇委員長（内海まさかず君） 複数回。

〇証人（田沼好美君） はい。

〇委員長（内海まさかず君） そこで開設を、令和４年度藤岡校に関して調査に行かれて、そこで学

童が実際やられていたということでしたでしょうか。

〇証人（田沼好美君） 藤岡校に関しては、この陽光学園は習い事を結構重視しているというのは、

議員さんたちもご存じだと思うのですけれども、なのでその習い事を藤岡校でやるのではなくて、

板倉校でやるという科目もあったというふうに聞いているのです。なので、藤岡校のほうに学校に

お迎えに行ってそちらに寄って、そこから今度は習い事の時間になって板倉校に移動したりという

こともあったようなので、実際に現場に行ったときに実際にいなかったりとかということがあった

ときがあったのです。それで、何で今日は開設していなかったのですかというような話を聞いたと

きに、実は今日はこういう流れで皆さん習い事を板倉校のほうに行っていたのでとかということを

言われたことは記憶にはあります。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 言われたことがあるとおっしゃいましたが、それの事実確認はされまし

たでしょうか。全て話を聞いたことがあると今おっしゃっておりましたが、それが事実である確認

は一度でもされましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） それを現場に見に行ったりとかというのはしてはいないです。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。
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〇副委員長（大浦兼政君） 田沼係長以外でもいなかったと判断してよろしいのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） ほかの職員が確認に行ったことはあるという話でしたよね。

〔「板倉まで」と呼ぶ者あり〕

〇副委員長（大浦兼政君） もう一回いいですか。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） すみません。再度言います。結局その現場に行ったときには子供たちが

いなかったと、そこで判断されたのが板倉校に行っているだろうという想像とともに、そういう報

告を受けたと、そういうことが何日かあっただろうということでよろしいわけですよね。実際いな

かったと言いましたよね。

〇証人（田沼好美君） すみません。それが何日間かあったかどうかは記憶はないです。そういうこ

とがあったことは１回は記憶はしています。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） それなので、ご自分だけではなく、担当課内でのそれは共通認識であっ

たということで、まずよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 割と職員は少なかったので、職員同士の情報共有はしておりましたので、例

えば私がそういうことがあったことはもちろん部下のほうにも伝えてはいたと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 分かりました。では、課内での情報共有はできていたという前提で、そ

れが一応正しいのかどうかというものの確認は課でされた記憶はございますか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 私のほうは記憶はないです。もしかするとやっていたかもしれないですけれ

ども、私の記憶は欠乏しているのかどうか分からないですけれども、私は記憶はございません。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 私が記憶がないというのは、それは私が行ったこととともに、報告も受

けてはいないという記憶がないということでよろしいですか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） おっしゃるとおりです。

〇委員長（内海まさかず君） ほかにございますでしょうか。

小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 資料の確認をします。赤の４―５、令和５年度当初予算要求書の提出につい

て、５枚目、令和５年補助金要求調書のところになります。午前中の交付要綱との関係の中での質

問になるのですけれども、右上部分、新設または増額の理由のところです。令和５年度の補助金要
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求ですので、これは岩舟校としての要求をしているわけですけれども、この新設または増額の理由

のところは、令和６年度４月より岩舟地域に新規開設予定の施設と委託契約予定であるため、前年

度に実施の改修を行う必要があるためと書いてありますが、これは田沼さんは理解はされている話

でしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 当初予算の書類なので、当然理解はしております。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） そうしますと、実際は令和５年度に岩舟校の改修を行って、令和６年度４月

より委託契約をすることがこのときに財政課との話の中で担当課が共有した理解だと思うのですけ

れども、田沼証人のご理解は当時どうだったでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 当初予算を組み立てるのというのが多分前の年の９月ぐらいから始まっての

ことなので、そういう予算取りをしたいという希望はございましたので、当然私のほうはそこは理

解はしております。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 交付要綱の理解になるのですけれども、1,200万円の補助金については、当

該年度に実施した場合、その年度に開始もしくは翌年度４月１日に開始をしていることとなってお

ります。つまり1,200万円の実施をしたときに岩舟校については、令和５年度に実施したわけです

ので、令和５年度の途中に委託を開始する、もしくは令和６年４月１日に遅くても委託を開始する

という理解で、それが条件になっていると思うのですけれども、田沼証人はその理解でしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 予算については、取りあえず予定とか、そういうものもできるという見込み

を立てて当然予算計上していますので、できるものとして準備は進めていて予算を計上させていた

だいたというふうに思っています。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） では、実際行った事務手続は、要綱に沿った形との認識でしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人。

〇証人（田沼好美君） 特別に何かということではなくて、通常どおりの要綱に沿って予算の計上も

させていただいているために、このような資料を出させていただいています。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 質問は、実際要綱にのった事務手続を令和５年度、そして令和６年度に行え

たかどうかについてはどうでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 行ったかどうかですね。
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田沼証人。

〇証人（田沼好美君） そのように行っていると理解しております。

〇委員長（内海まさかず君） ほかにございますでしょうか。

青木委員。

〇委員（青木一男君） 田沼証人は、令和３年度から、先ほどお話ししました令和６年度まで携わっ

ていたということで、その中で一連の流れはほとんど理解しているものというふうに感じておりま

す。そういった中で、今現在のお考えを聞いていいのかな、藤岡校が令和４年から３年間、岩舟校

が令和６年から１年間開設しまして、廃業というのですか、されました。そういったことに関して、

私はすごく、意見を言ってはいけないのかもしれないですけれども、それに対して、こういった短

期間で事業を閉鎖するということに対して、原因はどのようなものがあったかというのをお聞き…

…

〇委員長（内海まさかず君） それはちょっと直接関係ないことになります。

〇委員（青木一男君） 分かりました。

それでは、このような状況になるということを想定はされていなかったかとは思いますが、そう

いったことに関して気づいた部分があれば、そういった認識があればちょっとお聞きしたいと思う

のですが。

〇委員長（内海まさかず君） 証言をこれはしなくてもよろしいことなのですけれども、最後にこの

ような結果になったこと、努力してやったのに結局閉鎖をしてしまったという結果について、証人

がどのように思われるかということですよね。答える必要はないのですけれども、もしよろしかっ

たら答えていただければと思うのですが。

〇証人（田沼好美君） 答える必要がないのでしたら、お答えは控えさせていただきます。

〇委員長（内海まさかず君） 分かりました。

では、皆さんよろしいですか。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） 細かいことですけれども、１―２かな。

〇委員長（内海まさかず君） 赤インデックスの１―２。

〇委員（白石幹男君） これは請求書の写しです。それの一番最後かな、最後でもないのか、赤坂解

体工業の請求書があって、その次のページですけれども、振込の証拠書類というか、それで……

〇委員長（内海まさかず君） 通帳のコピーか。

〇委員（白石幹男君） でも、この通帳がどこの通帳なのかというのが分からないのです。そういう

ことで確認取ること自体がいかがなのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 田沼証人は、この通帳のコピーについて、金額はあるけれども、どこ

の通帳なのか、誰の通帳なのかが分からない状況なのですけれども、これについて確認をされたこ



- 52 -

とはありますでしょうか。

田沼証人。

〇証人（田沼好美君） すみません、今ちょっとこれを見たのですけれども、確かにおっしゃるとお

り、通常コピーを取るのであれば、通帳の表紙の部分と一面と、通常であればそこの流れまでつけ

るべきものだというふうに今見て、そこはおっしゃるとおりそう思います。ここの部分だけだと本

当に分からないというふうに、今ちょっと資料を見たのですけれども、そのように思います。

〇委員長（内海まさかず君） 以上で田沼好美さんに対する尋問は終了いたします。

田沼好美さんにおかれましては、長時間にわたり誠にありがとうございました。ここでご退席を

お願いいたします。ご苦労さまでした。

〔田沼好美証人退室〕

〇委員長（内海まさかず君） ここで暫時休憩いたします。

（午後 ２時１０分）

〇委員長（内海まさかず君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後 ２時２５分）

〇委員長（内海まさかず君） 次に、松本佳久さんに入室していただきます。

〔松本佳久証人入室〕

〇委員長（内海まさかず君） 松本佳久さんにおかれましては、本日お忙しいところご出頭ください

まして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のためにご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。

それでは、証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問については、地方自治法第100条

に規定があり、またこれに基づいて民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになって

になっています。これによって証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げ

る場合には、これを拒むことができることになっております。すなわち証人が証人または証人の配

偶者、４親等以内の血族、３親等以内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人

の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追、または処罰を招くおそれがある事項に関す

るとき、またはこれらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬

品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、

もしくはこれらの職にあった者がその職務上知った事実であって黙秘すべきものについて尋問を受

けるとき及び技術または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には証人

は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨のお申し出をお願いいたします。

それ以外には証言を拒むことができません。もしこれらの正当な理由がなくて証言を拒んだときは、
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６か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられることになっています。さらに、証人に証

言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっています。この宣誓についても、次の

場合はこれを拒むことができることになっています。すなわち証人または証人の配偶者、４親等以

内の血族、３親等以内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または

証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項について尋問を受けるときには宣誓を拒むこと

ができます。それ以外には宣誓を拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述を

したときは、３か月以上５年以下の拘禁刑に処せられることになっています。以上のことをご承知

いただきたいと思います。

それでは、法律の定めるところによって証人に宣誓を求めます。

傍聴者、報道関係者を含め、全員ご起立お願いします。

〔全員起立〕

〇委員長（内海まさかず君） 宣誓書の朗読をお願いいたします。

〇証人（松本佳久君） 宣誓書。私は、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加

えないことを誓います。令和７年10月30日、松本佳久。

〇委員長（内海まさかず君） ご着席お願いします。

〔全員着席〕

〇委員長（内海まさかず君） それでは、宣誓書に署名、押印をお願いいたします。

〔署名、押印〕

〇委員長（内海まさかず君） これから証言を求めることになりますが、証言の際にはその都度委員

長の許可を得てなされるようお願いいたします。

また、委員及び証人におかれましては、発言の際は委員長の指名後、マイクのスイッチを入れて

発言をお願いいたします。発言は着席のままお願いいたします。

委員の皆様に申し上げます。本日は、事前に証人に通知した事項として、証人より証言を求める

ものでございますので、不規則発言等、議事の進行を妨げる言動のないようご協力お願いいたしま

す。

また、委員の発言につきましては、証人の人権に留意されますようお願いいたします。

今回の百条委員会の目的は、行政の事務事業が適正に行われていたかの調査を行い、問題点を指

摘、改善していくことを目的としております。百条委員会として職員個人の責任を追及することは

考えておりませんので、当時の状況をそのまま証言していただけることが栃木市行政の改善につな

がります。そのことをご了解いただけたらと思っております。

我々の調査の中で、当時の学童保育事業を行政として運営していく環境は大変厳しいものがあっ

たことが判明しております。職員各位の尽力に感謝していることも述べさせていただいて尋問に入

りたいと思います。
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まず、委員長から所要の事項をお尋ねします。

それでは、お尋ねいたします。あなたは、松本佳久さんですか。

〇証人（松本佳久君） はい、そうです。

〇委員長（内海まさかず君） 現在の職業をお述べください。

〇証人（松本佳久君） 地方公務員です。

〇委員長（内海まさかず君） それでは、尋問に入りますが、私たち委員は真実を明らかにすること

を念頭に尋問させていただきます。証人は、事実を述べていただくことになっておりますので、自

らの意見を述べることや知らないことを証言する必要はありません。知らないことは知らないとお

答えいただいて結構です。また、今回の証言を求められた事項の範囲で証言していただければ結構

です。なお、証人は委員に質問や反論をすることはできませんが、尋問の内容が不明確であった場

合、委員長の許可を得て確認することはできますので、その際にはお申し出ください。各委員から

尋問させていただき、その後必要な場合には私から尋問をさせていただきます。

松本証人にあらかじめ通知した証言を求める事項は、学童保育事業の実態の確認に関する事項、

補助金申請から支払いに至るまでの事務手続に関する事項となっております。

委員の皆様からお願いいたします。

青木委員。

〇委員（青木一男君） 松本証人におかれましては、大変お疲れさまでございます。今回の百条委員

会に提出されております学校法人陽光学園ひまわり学童クラブ補助金に関する調査特別委員会の調

査期間は、令和３年度から令和６年度までとなっておりますが、その調査期間の中で松本証人の役

職及び主な職務内容をお聞きしたいと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 私は、令和３年と令和４年の２年間子育て支援課に在籍しておりまして、子

育て支援課の主幹という立場で、当時課長から権限移譲という形でこの学童保育係ともう一係、子

ども育成係の２係を私のほうで担当しておりました。

〇委員長（内海まさかず君） 天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） 大変ご苦労さまです。この陽光学園ひまわり学童保育の関係の関わりを再度

お聞きします。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 私におきましては、学童保育係を所管する主幹としてこの陽光学園ですか、

学童保育を実施するということで、その事務を所管していたという形になります。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 補助対象者であります陽光学園の代表者、佐山和章氏との関わりについ

てお伺いいたします。電話、メール、対面等全てを含めお会いしたこと、お話ししたこと、そうい
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ったものはございますか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 私は１度お会いをしております。ひまわり学童の藤岡校ですか、そこで学童

保育を実施するということで、ちょっと時期は忘れてしまったのですが、夏頃でしたか、１度現地

に行きまして、その代表の方とお会いをしております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 松本さん以外のどの職員さんと一緒に行かれたか覚えていますか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） たしか係長と、あと担当と３人で行ったかと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 担当のお名前は覚えていらっしゃいますでしょうか。

〇証人（松本佳久君） 田沼係長と坂田主任であったかと記憶しております。

〇委員長（内海まさかず君） それは、令和４年の夏ぐらいということでしょうか。

〇証人（松本佳久君） ちょっとそこがはっきりしないので、夏頃だったかと思います。

〇委員長（内海まさかず君） それで、佐山さんとお会いをしたと。

〇証人（松本佳久君） はい、現地でお会いをいたしました。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 開設に向けてのお話だと思いますが、どのようなお話だったか覚えてお

りますか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 現地で話をした内容につきましては、当時板倉で学童を実施しているという

話と、あと場所的にちょっと学校から離れているものですから、どのように子供さんを送迎とかす

るのですかみたいなことで、バスでするみたいな話をちょっとお伺いしたような覚えがあります。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） その当時の佐山氏の印象はどのように感じましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 児童福祉の関係でほかでも学童をやっているということで、子供たちの習い

事みたいなのもちょっとやりたいというようなことで、熱心に取り組んでいる方なのかなというふ

うに思いました。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 続きまして、この対象法人の役員、園長なども含めまして関係者、電話、

メール、対面等での関わりはございますでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 私につきましては、代表の方以外とちょっとお会いしたことはございません。
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また話したこともございません。

〔「かしこまりました。以上です」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 私からは、学校法人陽光学園が学校法人格として令和３年度には主たる幼稚

園業務を閉園をした上で、学童保育事業をやられているということに対しての法人格としての適正

について、当時どのように把握されていたのかお聞きいたします。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 学童保育事業につきましては、届出で実施ができるということで、その届出

があって届出が受理されてというのですか、それで実施できるということで、特に何か問題がある

のかなという認識は当時はございませんでした。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） その届出については、栃木市役所内ですと福祉総務課のほうで受付をすると

いう手続になりますが、担当課として松本証人が主幹として何か部下からその状況、福祉総務課の

届出の処理について部下経由で確認した、もしくは直接確認したということはございましたでしょ

うか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） ちょっと詳しくは覚えてはいないのですけれども、届出があって、その年度

の４月からですか、実施ができるといいますか、何かそういう認識ではおりました。ちょっと詳し

く確認したかというのは覚えておりません。

〇委員長（内海まさかず君） 福祉総務課とのやり取りというものは、そこではありましたでしょう

か。

〇証人（松本佳久君） 私が直接は話をしていないものですから、そこがすみません、ちょっと記憶

にございません。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 部下からの相談とか、そういったものはございましたでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 今思えば藤岡地区で学童保育を実施するということで、そういう法人がある

ということで、それはよかったといいますか、やはり待機児童の関係とかもございましたので、よ

かったというふうに当時思った覚えがございます。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） よろしくお願いします。環境整備事業交付金を支出するようになったわけで

すけれども、その検討状況の経緯について、ちょうど松本さんは令和３年と令和４年度も子育て支

援課の主幹として在籍というか、いましたので、ちょうどその時期に当たりますので、ちょっとお
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聞きしたいのですけれども、ここに資料として提出されてきた打合せ記録を見ますと、令和３年９

月27日と11月25日に佐山氏が来庁しております。そのときの要件というのは、学童保育事業を開設

したいと、そして市からの委託は受けられないのかというような、そういった要望みたいなのが出

されています、その記録によりますと。それは令和３年度の話なのですけれども、令和４年度にな

りますともう既に、補助金と言ってしまいますけれども、環境整備事業交付金という、これを出す

ことを前提に動いてきております。その検討状況がなぜ支出するようになったかという検討、その

補助金の支出を検討した状況の記録というのは全くない、出されていないのです、ここには。です

から、どうしてそういう補助金を出すと、支援課内で出すようになったかという、その検討状況に

ついて、本来なら記録として残しておかなければいけないと思うのですけれども、残していないと

いうのはなぜなのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） ちょっと当時の記録の細かいのというのが覚えていない部分もあるのですが、

当時の話の中では学童保育を実施したいということと、ある程度希望ですか、当時20人ぐらい集ま

れば委託を検討していくというのがあったものですから、今もあるのかな、その中でそこそこの規

模での実施ということで、やはりこれは当時の状況から考えると、いい話だなというところで話を

していた覚えがございます。委託もできれば、こちらも委託ができて安定した学童が運営していた

だければありがたいことですし、それに向けての環境整備ですか、お支払いというか、整備のため

のそれがお支払いできれば、やはり学童保育事業にとってもよりよいものになるのかなということ

で何か話していたような覚えがあります。

〇委員長（内海まさかず君） 記録が残っていない理由ということだったのですけれども、何か考え

られることはありますでしょうか。

〇証人（松本佳久君） 今となってはもっと残しておけばよかったのかなという形にはなってしまう

のですけれども、ちょっとそこが何か故意に残していなかったとか、そういうのではなくて、足り

なかったのかなというふうに思います。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 検討状況で、補助金を、要請があったというのは、改修補助金を出してくれ

という、それは陽光学園側から要求があったのですか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） そこが私もちょっと記憶が曖昧なところがあるのですが、そういう補助のメ

ニューがあるというところで、どちらから出たというのは記憶にはちょっとはっきり残っておりま

せん。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） ちょっと資料を見ていただきたいのですけれども、４―１と５―１かな。
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〇委員長（内海まさかず君） 白石委員、どのような資料になりますでしょうか。

〇委員（白石幹男君） ４―１というのは、９月補正予算要求書の提出についてということです。こ

れは予算概要説明書と予算要求書というのが添付されていますけれども、予算要求書を見ますと７

月14日にはどういう補正予算を要求しているかというと、ひまわり学童クラブの運営の委託料、こ

れが半年分です。あと環境整備事業、これ1,300万円ってなっております。これを補正予算に要求

しています。

５―１を見ますと、今度は取り下げるというか、５―１の一番下の欄ですと運営状況の確認もで

きていなかったため、子育て支援課での精査後に環境整備事業と合わせて、９月補正はちょっとで

きないので、12月補正をしたいというような状況なのですけれども、７月の時点で交付要件を満た

しているというふうに支援課としては考えて予算要求したと思うのですけれども、そこら辺の事実

の運営状況の確認とか、そういうものをきっちりやって補正を出したのかというところはどうなの

でしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 最初は９月補正で委託と環境整備ですか、これを出したわけなのですが、こ

れは財政課の査定等もございまして、やはり運営の確認ですか、現況確認がまだ不十分ではないか

というようなたしか話になりまして、それで取下げといいますか、査定がゼロとなったというふう

に記憶しております。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） それで、最終的には３月補正になったわけですよね。ここの５―１では、12月

補正でというようなことを言ってはいるのですけれども、12月補正でも条件が確認できなかったと

いうか、だと思うのです。最終的に３月補正というふうになったと思うのですけれども、そこの９

月補正を要求する以降の陽光学園、藤岡校ですか、その運営状況を確認するに当たっては、確認が

できていないから補正予算を計上できなかったということだと思うのですけれども、この確認とい

うのはいつ頃、３月補正では確認できたということで補正を上げているわけですから、それはいつ

頃確認できたのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 臆測で言っていかれると誘導になってしまうので、端的に今回の場合

は12月議会はなぜ上げなかったのかというふうに聞いていただいて、３月はなぜ上がったのかとい

うふうな聞き方をしていただければと思います。

〇委員（白石幹男君） 12月補正で上げられなかった理由、また３月では補正を計上できた理由、そ

こら辺を伺いたいと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 当時の状況ですと12月に出すには運営状況が確認できていなかった、９月補

正と12月ですとあまり期間がないものですから、３月の出すタイミングになりまして、運営が確認
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できたということで、たしか３月補正の提出ということに至ったのかなというふうに思います。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 補助金を出すに当たっての条件として、市が委託をするということが条件に

なっていたと思うのですけれども、それは藤岡校については令和５年４月１日から委託をしていま

す、それはそういう事実がありますと。委託するに当たっては、半年間の様子を見て決定するとい

うような内規があるみたいなのですけれども、そこで半年間の委託の状況、委託というか運営の状

況をきっちり確認した上で委託を決定したということなのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） やはり運営が確認できたということで担当のほうからは聞きまして、それで

委託という形に至ったかと思います。

〇委員長（内海まさかず君） どのような、運営が確認ができたという報告は受けていらっしゃいま

すでしょうか。

〇証人（松本佳久君） 担当のほうでたしか現地を見に行ったりとか、何かそういうのをやっていた

ような覚えはあります。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） そういった担当の方が現地見に行って、実際に学童保育をやっているという

のが、これは半年間といいますと10月から３月まできっちりやっていたということを確認できたと

いうことなのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 私はそのように考えております。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 現場確認についてお聞きいたします。藤岡校のほうです。先ほどの９月、12月

補正が間に合わなかった、３月補正には間に合ったということになるのですけれども、当時主幹と

して具体的にいつ頃、部下からの最終的な現場確認がやっとできたという状況があったと思うので

すが、報告を受けたのでしょうか、いつ頃だったでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） ３月補正の提出がお正月明けぐらいですので、これもちょっと記憶が定かで

はないのですが、12月ぐらいであったかなというふうに思います。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 12月ぐらいということで、その前には部下のほうで何度か現場に行かれてい

ると思うのですけれども、最終的な確認に至らない状況も恐らく報告があったかとは思うのですが、

そのときの状況を覚えていたら教えてください。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。
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〇証人（松本佳久君） たしか係のほうで何度か行ってはいたかと思います。現地でお会いできない

とかというのもあったのかな。なので、実際本当に子供の受入れをしているのかとか、そういう部

分が確認が取れなかったというような状況の中で、12月ぐらいに至ったのかなというふうに思って

おります。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） では、そのときの主幹として、確認状況に時間を費やしていたこと自体どの

ように評価されたでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 当時の状況としては、学童保育を拡張していきたいというのが思いとしては

ありましたので、整備が順調に進みまして、受入れ体制が整って、うちとしても学童保育の委託が

できれば、早く委託をしたいということですか、そういうふうには思っておりました。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 当時の思いと今の思いと違いがございますでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 今というのは、令和３年、令和４年の状況ということでよろしいですか。

〇委員長（内海まさかず君） それが当時になりますよね。今職場離れていらっしゃいますけれども、

そのことについてお聞きしたい。

松本証人。

〇証人（松本佳久君） 当時としましては、ちょっと繰り返しになるのですが、学童保育を充実させ

ていきたいという思いがあったものですから、当時の判断としては何とか進めたいというふうに思

っているのは、今思ってもそのような思いでございます。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） では、当時の思いとしてはそうだったという表現があったのですけれども、

今としてもそのように思っているとおっしゃっていただいたので、回答をいただいたと思っており

ます。

〇委員長（内海まさかず君） だから、今の思いを聞かれるということですよね。

〇委員（小平啓佑君） はい。いいのですか。当時ではなくて今の思い。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 今思っても、当時の判断としてはそれであったというふうに思っております。

学童保育を充実させていきたいと。

〇委員長（内海まさかず君） そういうことですね。分かりました。

大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 補正予算を上げようとしていろんな課から、財政課とかから言われたり、
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積み上げが足らなくて実態の確認が弱かったという状況は、このように当時は充実させたいし、進

めたかったという思いからすると、なかなか悔しいといいますか、期待をする中で進みが悪いとい

う不安もあったと思います。その頃のお気持ちは、何でこのように遅れていったのか、当初の予定

だともっと早くできそうであったと感じていたと思うのですが、そこら辺のときの考えとかはどの

ようなものが巡らされていたか覚えていますか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 当時の思いとしましては、早く学童をスタートしていただければというのが

あったものですから、何と答えたらいいのでしょうか、早く整備とか進めていただきたいというふ

うに思っておりました。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 当時の部下、係とか担当者の方とは、そういった何で進みが遅いのだの

ような話はされたことありますか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 具体的なあれというのは、今となってはちょっと覚えておりません。

〇委員長（内海まさかず君） そのような会話はありましたでしょうか。遅くなった、９月に上げよ

うと思っていたのに結局３月になってしまったのですけれども、そのような会話というものは課内

でされたのでしょうか。

〇証人（松本佳久君） それは、先ほどちょっと申し上げた中で、担当が現地を確認に行ったりして

係長からそういう報告があったりした中で、原因というよりは早く進めていただきたいという思い

のほうが強かったかなと思います。そういう話をしたような気がします。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） では、部下の報告の中で開設がされていないのではないか、もしくは開設は

してあるけれども、実態が十分ないのではないかというような相談はありましたでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） それが先ほどちょっとお話しした現地の確認とかの中で、現地で行き会えて

いないとかという中で、ただ開設していないという話よりは、早く進めてもらいたいという話のほ

うがちょっと印象に残っております。まだ運営がちゃんと確認できていないというイメージが強か

ったですかね、当時は。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） それに関しては、当然担当課としてもそういう願いとともに、補正予算

も上げようとしていた、また12月にも準備を進めようとしていた、そういった中で実質遅れていく

ということは不安があったと思います。それに対してご自分で何か指導、指示したこと、もしくは

あなたより上の立場の方から何か言われた記憶はございますか。



- 62 -

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 当時はなるべく早く委託をしたいというのがございましたので、その現況を

確認してスムーズに運営をしていただきたいといいますか、そういうので法人のほうにですか、確

認をしてくれというのはしていたかなというふうには感じます。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 立場上、どの方にそれはお伝えしていたのか、記憶がなくても通常の常

識的にはこの係の人には言っていただろうということをちょっと思い出しながら答えていただきた

いと思います。どの方にそのお願いはされたと思いますか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 基本的には係長の田沼に話をしまして、報告等についても田沼から上がって

くるというような状況であったかと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 実際田沼係長に指示はされましたでしょうか。

〇証人（松本佳久君） いつ指示をしたとかというのはちょっと覚えがあれなのですけれども、やは

りこの件について田沼係長とは話をしていましたので、なるべく早い段階での委託ということで話

をしていたというのは覚えております。

〇委員長（内海まさかず君） 現地を確認して運営をしているか確認しろという指示はされた覚えは

ありますか。

〇証人（松本佳久君） それは何回か話の中でしていたかなという覚えがあります。

〇委員長（内海まさかず君） それに対する報告というものもありましたでしょうか。

〇証人（松本佳久君） 当然あったかと思います。

〇委員長（内海まさかず君） それは、今は覚えていらっしゃるのですか。

〇証人（松本佳久君） 具体的にはこの日こういう報告があったというのはちょっと覚えてはいない

のですけれども。

〇委員長（内海まさかず君） 分かりました。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） 先ほどちょっと聞くのを忘れましたけれども、資料の４―３、これは３月補

正の予算要求の資料です。それで、これは令和４年度３月補正予算要求書の提出についてという、

その添付の書類の中に補修というか、ちゃんとリフォームしたよというような事実を確認するため

の請求書が添付されているのですけれども、陽光学園宛ての請求書ではなくて、例えばタヌマ内装

についてはチャンプオートに請求しています。赤坂解体工業はフジオカクリーンワークスに請求書

が出されております。あとほかにもみんな陽光学園への請求書ではなくて、これで本当に改修の費

用としてこれが本来かかったものなのかという確認ができないと思いますけれども、ここら辺でこ

の予算要求の添付資料として出しているのはどういう理由なのでしょうか。
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〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） こちらにつきましては、ちょっと私も宛名が違うのではないかという話を当

時した覚えがあります。代表者の方が同じ方なのですかね、というところでこの請求書、見積書な

りは、宛名をちゃんとしなくてはいけないのではないかというふうに話したような覚えはあります。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） その宛名を書き換えればいいという問題なのかということですけれども、こ

れが実際改修の費用として行われたのかどうかという事実の確認はなされたのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） この確認については、係のほうで確認したということで報告を受けたと思い

ます。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） その確認の仕方ですけれども、例えば改修前はこういう状況でした、改修後

はこうなっていましたというような、そういった事実でもって確認を取るのだと思いますけれども、

この資料には写真的にはそういった比較はなくて、本当にこれがやられたのかどうかというのを確

認できないのですけれども、そういった確認というのはどういうふうな形で実際やったのでしょう

か。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 前年度から係のほうで事業者との打合せといいますか、相談といいますか、

そういうのを行っている中でそういう確認はしていたのかなというふうには思います。ただ、おっ

しゃるとおりこの書類だけですと、今思えばちょっと不足をしているかなという思いはあります。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） こういう資料の下によく補正が承認されたなと、要求して。その点はどうい

うふうに思っているのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） これで財政課のほうに出しまして、当時宛名の部分の記憶があるのですが、

この書類だけでは不足という認識が私にはちょっとなかったかなと思いまして、結果的に認めてい

ただいたというような状況であったかなと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） こちらの例以外にもそのような前例的なもの、また自分が経験した補助

事業で、こういった宛先が違うものを許可してきたという事実は記憶にございますか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 今思う中ではちょっとないのかなと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。
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〇副委員長（大浦兼政君） 皆さんが多分今思えばという話が出てくる可能性が高い中で、先ほども

そういうのもあったのですが、事実誰かが指摘してくれる状況ではなかったのでしょうか。どうし

てこのようなものが通ってしまったのか、決して難しいものではなく、先方に統一してくれと言え

ば済む話であったと思いますが、そこが抜けてしまった一番の理由は何だとお考えでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 当時、先ほどお話ししましたとおり、私も名前が違うのではないかというの

を感じたといいますか、そういうのはありますので、そのときにやはり私のほうでもっと指導して

差し替えといいますか、そういうのを強く指示すべきだったのかなというふうに考えております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 上の役職であります部長のほうにはその話は報告されておりますか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 部長に報告したという覚えが今はございません。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 一番の、状況ですと松本さんが主幹ということで、その当時その決定を

した状況では一番上の役職であったとお考えでよろしいですか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） それは、この補正の提出に当たってということでよろしい……

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇証人（松本佳久君） 実務的には私がその担当の一番上であったというふうに認識しております。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 国の補助金の交付要綱についての質問になります。令和４年度の補正、1,200万

円の施設整備をして、これは令和４年度に施設整備をして、委託については令和４年度内に委託を

開始するか、もしくは遅くても翌年度、令和５年度４月１日に委託を開始するということが行われ

たわけですけれども、これは国の要綱にのっとった手続だったという理解は、当時の主幹の中では

ございましたでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） そこは当時話をした覚えがありまして、たしか翌年度の４月から委託がスタ

ートできれば、その前段階の改修ですか、そういうのにつきましても交付金が出るというようなこ

とで、県とかに確認した中でのことだったかというふうに思っております。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） それでは、資料のほうをお願いしたいのですけれども、１―１と１―２にな

ります。こちらが栃木市民間学童保育事業補助金の補助金額についてという回議用紙で、予算額

1,200万円のやつなのですが、こちらのほうが起案されたのが令和５年３月27日、決裁が下りたの
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が同じ日、令和５年３月27日ということなのですが、起案と決裁が同日に行われるということはま

まあることなのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 決裁の中では、同日で決裁というのもございます。私の経験でもあります。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） 経験の中であるということなのですが、実際頻繁にあるとか極めてまれとか、

いろいろニュアンスがあるかと思うのですが、同日に決裁が下りるというのは結構異例なことなの

でしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） その内容にもよるかと思うのですが、支出の決裁とかはその係といいますか、

課長とか部長が在籍していれば、その日のうちの決裁というのもあるかと思います。やはりケース

・バイ・ケースかなというふうに考えております。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） それでは、その下なのですけれども、また決裁の上は、当該補助金として別

紙案のとおり民間学童保育事業者宛て通知してよろしいか併せて伺うというところで、民間事業者

宛ての補助金の周知ですよね。１―１の一番最後のところになるのですけれども、栃市子第584号

で民間学童保育事業者各位ということで、栃木市長大川秀子でこの補助金の交付申請についてとい

うのが出されているわけなのですが、出されているというか、別紙案のとおり、実際民間学童保育

事業者宛て通知してありますでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） こちらにつきましては、ちょっと今見させていただいているのですが、これ

はあくまでも当該学童保育が３月補正で認められて、その1,200万円についての通知かなというふ

うに思います。なので民間学童保育事業者というのは、ほかからはそういう相談とかも全然なかっ

たものですから、ほかのところには通知を多分出していないのかな、金額的にも１事業者宛てに出

したものというふうに思います。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） それでしたら、なぜこの宛先が民間学童保育事業者各位で、この回議用紙の

ほうも決裁の上は民間学童保育事業者宛て通知してよろしいか併せて伺いますというふうになって

おりますが、この点は矛盾するとはお考えになりませんでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） この補助金の要綱が民間学童保育事業補助金交付要綱というのがありまして、

そのタイトルにつきましては、あくまでもこれは、あまり臆測とかはいけないのか、そのままタイ

トルを使ってしまっているのかなというところで、やはり通知につきましては１事業者しかなかっ
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たものですから、具体的な名前を入れるべきであったのかなというふうに思います。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人は、この回議用紙に判こが押されているのですけれども、実

際この宛名の文章はごらんになった覚えはございますでしょうか。

〇証人（松本佳久君） ちょっと今となっては確かなことは言えないのですが、判こ、決裁も押して

いますので、当時は見ているかと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） 実際これを各民営学童保育事業者に通知をしようと思っても、締切りが３月

31日ですので、郵送していたら届くのが締切りの前日ぐらいになってしまうので、極めて非現実的

かと思います。

１―２のほうなのですが、この決裁決定を受けて、同日令和５年３月27日付けで補助金等交付金

申請書ということで陽光学園理事長佐山和章様のほうから1,200万円の補助金の申請が上がってお

ります。まず、この添付書類で事業計画書とあるのですが、事業計画書と収支予算書、事業計画書

のほうがどう見てもただの図面しかないのですけれども、これで事業計画書というふうに判断をと

いうか、認められたということでよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 当時の思いとしては、この補助金が運営補助金というよりは施設の改修とい

いますか、そういう補助金であったものですから、この図面と後ろの何を直しましたとか、これを

もって事業計画というふうに捉えていたのかなというふうにちょっと感じております。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） この後岩舟のほうが１―４のところで出てくるのですけれども、同じように

補助金等交付申請書で、その添付書類として今度はしっかり事業計画書、かなりの文字数、かなり

のグラフ、全部で10ページ以上あるのがついてきているのですが、藤岡さんの場合何か……いや、

これは駄目だ、主観になってしまう。27日に決裁が下りて、27日に交付申請も出てきたというとこ

ろで、しかもその日にまたこれも決裁の支出負担行為の決議書のほうで起票が３月27日、決裁がま

た同じ日３月27日。

〇委員長（内海まさかず君） それは１―２ですね。

〇委員（氏家 晃君） １―２のところに戻ってなのですけれども。

〇委員長（内海まさかず君） 藤岡の支出負担行為。

〇委員（氏家 晃君） 先ほどの補助金交付申請書の藤岡の前のところ、全てが３月27日に行われて

いるので、本当に急いでいらっしゃるのかなという、そういった理由でこの事業計画書がなかった

ということではないのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 確かに令和５年の岩舟のほうの計画書を見させていただきますと、今思えば
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本来このぐらいの計画書をつけるべきであったのかなというふうに思います。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） そうしますと、３月27日に補助金のほうの決裁と陽光学園さんからの補助金

の申請とそれの決裁まで全て行われたわけなのですが、こういったこともあり得るといいますか、

あり得ると言ったらあり得るのでしょうけれども、レアなことではないのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） どちらかと言えばレアな対応であったかなというふうに思います。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） レアな対応を行った理由というものは何かあるのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 先ほど来同じ話の繰り返しで申し訳ないのですけれども、やはり当時の状況

としては学童保育を充実させていきたいというのがありました。ちょっと今の現状は分からないの

ですが、なかなか公営の学童も教室を増やしていけないとか、あと支援員の人が集まらないという

のもございましたので、何とか進めていきたいというのが当時の状況であったかというふうに思い

ます。

〇委員長（内海まさかず君） それと直接改修の補助金を出すというものはつながるというふうに考

えていらっしゃったのでしょうか。

〇証人（松本佳久君） 委託も当然前提なのですけれども、委託も含めて改修もしていただいて、早

く実施をしていただければというふうには考えていたと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 関連で聞きます。これだけ有利な補助金1,200万円が丸々、どんな施設

整備にも出てしまった現状を見ますと、ほかの民間学童さんに対する通知はどのように行われてい

たのか、今年度に関してはひまわり学童しかなかったと言っておりますが、何にでも使えるのであ

れば考える方もいたのではないかと思いますが、その通知方法というか、周知は徹底されていたの

でしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） これも私の記憶にはなってしまうのですが、当時学童をやりたいですよと相

談があったのがたしか令和３年、令和４年でもこの学童保育だけであったのかなというふうに記憶

しております。ということで、ほかの新規でやりたいというようなところに対する通知というのは

なかったかなというふうに思います。

〇委員長（内海まさかず君） ほかにございますでしょうか。

小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 岩舟校のお話に移ります。岩舟校の補助金を出すに至った経緯を覚えている
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ところで教えてください。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） それは、令和５年度の環境整備補助金。

〔「そうです」と呼ぶ者あり〕

〇証人（松本佳久君） そちらにつきましては、同じ法人の方から藤岡校に続いて岩舟でも実施をし

たいというような話があったということで、令和４年度については補正予算でちょっと急いでいた

部分もあるのですが、令和５年度についてはたしか当初予算で取りあえず計上いたしまして、それ

でその状況が整った段階で補助金を交付できればということで考えていたかと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 1,200万円の補助金を民間学童に出すということ自体がこれまでになかった

取組だったと聞いてはいるのですけれども、藤岡校と岩舟校の補助金に対する事務手続が重なって

いくことに対しては、どのようなお考えを当時思いましたでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 同じ法人で２年続けてというお話かと思うのですけれども、学童保育に取り

組んでいただけるという話であったものですから、当時としてはやはりありがたい話だということ

で話は進めていたというふうに思っております。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） それでは、部下のほうからは何か続いていくことに対して不安だとか、不満

とか、そういったことは当時は上司のほうには報告はあったでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） そういう不安という話はなかったのかなというふうに記憶しております。逆

に岩舟地域でも学童保育、やはりなかなか教室も足りないような状況であったかと思いますので、

逆にこれを進めていただければというふうに思ってはおりました。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） それでは、岩舟校に対する現地確認についてお聞きします。当時の主幹とし

て現地に行ったことはございましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） たしか１度ここが岩舟校で実施したいという場所だよというところで、これ

は特に担当といいますか、うちの課だけで、何かのついでだったかな、何かの形で私１度現地を外

からですけれども、見た覚えがあります。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） そうしますと、部下からの報告で藤岡校のように現地確認、実態把握ができ

なかった大変さとかというようなことは岩舟校ではあったのでしょうか。順調に把握できていたの
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でしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 私につきましては、予算要求でここで来年やれればというところでの話だっ

たものですから、藤岡校云々よりは今度新しい場所がどこなのかなとか、学校の近くなのかどうか

も含めて現地を何か確認したという覚えがあります。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 部下からの報告では、順調に現地確認、実際把握というのはできていたので

しょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） その当時はまだ建物が、学童がスタートしていない住居だったものですから、

前の空き家といいますか、そんな状況を見に行った覚えが、空き家といいますか、使っていない施

設を見に行った覚えがあります。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） お疲れさまです。今までずっと松本証人のお話を伺っていますと、その当時

藤岡でも岩舟でも学童保育自体が少なくて逼迫をしていたという状況と重なったにしても、随分担

当課にしてはリスクを考えていなかったのではないか、危機感が少し欠けていたのではないかとい

う気がしないでもないのですが、当時そういったリスク管理等について課内でお話しされたことは

なかったのですか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） そのリスク管理というのは、その後の運営とかについてでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 説明が不足しておりました。栃木市側でも民間の学童保育等については扱い

が少ない、しかもそれだけ大規模におやりになられるということは、今まで事例として少なかった

わけでございます。特に補助金が１校当たり1,200万円投入されるものについて、もしこれが成功

裏に終わらなかった場合はどうしようといった話は一回も出ていなかったのですか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） 当時は、板倉町での運営実績もあるというような話も聞いていたものですか

ら、特にその後何かどうなるというような話はなくて、何とか進めたいというような気持ちでおり

ました。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 先ほどの国の補助金交付要綱のお話になるのですけれども、今回は岩舟校で

す。岩舟校は令和５年度の当初予算で補助金の1,200万円を要求したわけですけれども、それが通

ったわけです。先ほどの藤岡校に倣った考え方でいきますと、令和５年度の本予算を実行したとき
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に施設整備は令和５年度中に行う、そして委託については当該年度、つまり令和５年度中に行うか、

遅くても翌年度、令和６年４月１日に委託を開始するという考え方になるわけですけれども、この

岩舟校についてはどのような理解をしていらっしゃいましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 当時はもう係を離れていらっしゃると思いますけれども、予算をつけ

る段階での認識というものを教えていただければと思います。

〇証人（松本佳久君） やはり令和４年度の藤岡校で正直ばたばたしてしまったというのがございま

すので、それを踏まえて令和５年度につきましては、やはり当初予算できっちり要求をして、当然

運営状況の確認とかというのは令和５年度にしなくてはいけないかと思うのですけれども、それを

含めてきっちりやっていこうということで当初予算に要求したかというふうに考えております。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 施設整備の1,200万円を令和５年度に実施をして、委託については要綱に載

っている表記でいきますと当該年度、つまり令和５年度中もしくは翌年度４月１日に実施をしなけ

ればいけないということが要綱に載っておりまして、その要綱に沿って藤岡校については令和４年

度中に施設整備をして、遅くても令和５年４月１日に委託をしたという事務手続をされたのだと思

っております。ただし、岩舟校については、その事務手続をしていないと私は思っているのですけ

れども、その予算の組み方について当時主幹としてどのように考えていたかです。

〇委員長（内海まさかず君） 重複すると思うのですけれども、証人は令和５年度にはもう課を離れ

ていらっしゃいますよね。なので、前提として令和５年度に予算を使って令和５年度中に委託をす

るという前提で令和４年度のときに予算は組まれましたでしょうか。

松本証人。

〇証人（松本佳久君） 当初予算では、たしか環境整備の補助金だけであったかなというふうに思い

ます。

〇委員長（内海まさかず君） 環境整備の補助金をつけるとき、条件として県が国に確認をしたとこ

ろ、当該年度中に委託を開始しなければならないという条件がついていたのですけれども、そのこ

とはご存じでしょうか。

〇証人（松本佳久君） 環境整備補助金ですよね。だから、当該年度か翌年の４月１日というふうに

は理解をしておりました。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 時系列が難しく、いらっしゃった間に、先ほど佐山氏以外の関係者とは

会った、お話しした記憶はないとおっしゃっていただいたのですが、実は内部通報的なもの、情報

提供的なものがあったというふうに報告を受けておりまして、在籍中に何か情報提供に近いものを

自分は聞いたことがあるか、部下から報告はあったのか、上から報告はあったのか、ご記憶はござ

いますか。
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〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） それは法人の学童の運営とかについて何かそういう情報があったかというこ

とでよろしいですか。私の記憶では、そのような話は聞いていなかったというふうに思います。

〇委員長（内海まさかず君） ほかにございますでしょうか。

針谷委員。

〇委員（針谷育造君） 前の方にも聞いたのですけれども、改修工事の現場確認の有無ということで、

現場確認をしているかと思いますけれども、問題なのは改修前をどのように調査して、改修後とい

うものがどのように変わったか、写真を見ると改修後が多いのです。改修前が一番重要な証拠書類

になるかと思うのです。それらについて私たちちょっと目にするものがないものですから、その辺

の状況について証言をお願いしたいと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 1,200万円の補助金についての改修前は確認されましたでしょうか、

改修後は確認されましたでしょうか。松本証人、お願いします。

〇証人（松本佳久君） 改修後の確認というのは、担当のほうから報告は受けております。改修前に

つきましても、やはり確認のほうで現地等は見ているかと思うのですが、その資料がちょっとない

と言われれば、そこはちゃんと残しておくべきだったのかなというふうに思います。

〇委員長（内海まさかず君） 針谷委員。

〇委員（針谷育造君） それと、先ほども出ましたけれども、見積書の精査というものは、事務屋さ

んでは難しいところもあるだろうし、例えば一つの表現にすると、一式というような表現で見積書

等も出ていますし、もちろん領収書なんかもそういう処理をしていますけれども、これについては

どのようなお考えを持っておりますか。

〇委員長（内海まさかず君） 支出負担行為、あと支出命令等に添付をされますけれども、そこの表

示が一式という文言が出てくるのですけれども、それは担当としてどのようなお考えをお持ちにな

られますでしょうか。

〇証人（松本佳久君） おっしゃるとおり、やはりもっと細かい資料を提出していただくべきであっ

たのかなというふうに考えております。

〇委員長（内海まさかず君） 針谷委員。

〇委員（針谷育造君） 気持ちはよく分かりますけれども、こういう一式というような曖昧なもので

公金が出ていくわけですよね、補助金という形で。そうなったときに一式でもいいやというふうに

本人が、担当が思ったのか、それとも状況から考えれば学童保育をやらなくてはならない、だから

この際はというようなことなのか、その辺のお考えがあったらお聞かせ願いたいと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 当時は一式でもよろしい、これで通していきたいと思ったことはあり

ますでしょうか。

松本証人。
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〇証人（松本佳久君） 一式で出てきたのですけれども、これで通しましょうとか、そういう考えで

はなく、やはり当時もっと確認すべきであったのかなというふうに考えております。

〇委員長（内海まさかず君） 針谷委員。

〇委員（針谷育造君） 一式では今となってはまずいということでよろしいですよね。

〇委員長（内海まさかず君） 現在のお考えは証言しなくていいです。

〇委員（針谷育造君） それで、となると事務屋さんとすれば正確な事務というのは当然やらなけれ

ばならないことですよね、それは技術者であれ、一般事務職員であれ。そういう発想なり考え方と

いうのは環境がそうもうなってきた、ぜひとも学童保育つくりたいというような、これはちょっと

誘導になりそうですけれども、そういう状況の中ではこれでも認めざるを得ないというふうに思っ

たのかどうなのか聞かせてください。

〇委員長（内海まさかず君） 針谷委員、重複になります。もうお答えをいただいている内容ですの

で、今となっては問題であるというふうに言われています。

ほかにございますでしょうか。

大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 再度同じになってしまうかな、やっぱり宛名が違うということには注意

をすべきであったと言っていただいたことは当然だとは思っていますが、確認作業って、それであ

るならこそ、それを分かっていたからこそ、詐欺という言葉は間違っているかもしれませんが、ミ

スも含めて、一般的な話になりますが、違う宛名が来たら違う場所の工事と取るのが一般的であり

ます。そうであるならば、やっぱり現場確認は強めるべきであったのかなと思いますが、そこが通

ってしまったということは、取りあえず当時が早くつくりたかったという気持ちがあったからとい

う話だとは思いますが、その部分とは別に一般的に現場確認の重要性というのは、多分下手すると

岩舟より藤岡のほうが初めてだったので、重要であるのではないかなと思いますが、特に藤岡は関

係しているという部分の立場で、何もなく進めたことに対しては、今までも何も言われたことはな

かったということでよろしいのですね。現地確認の重要性とともに、後から反省事項のように上か

らも言われたことも今現在もなかったということでよろしいですか。

〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） このまま書類が違う名前で残されているということについては、当時は名前

がちょっと違うのではないかという認識はあったものですから、その時点で修正とか訂正をすべき

であったというふうに考えております。現地確認については、当時担当に、係のほうに任せてしま

っていたというのもありますので、そこはやはり反省すべき点だなというふうに考えております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 当初の佐山氏へのイメージと、またこの頃のイメージというものは何か

変化は感じていましたか。
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〇委員長（内海まさかず君） 松本証人。

〇証人（松本佳久君） この頃というのは年度末ということでよろしいですか。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇証人（松本佳久君） 私個人としては、特に何で違うのだろうとかという、そういうイメージはな

くて、早く進めていただければというふうに当時は考えておりました。

〇副委員長（大浦兼政君） 分かりました。焦っていたという気持ちのほうが強いのかなと感じます

ので、了解いたしました。

〇委員長（内海まさかず君） 何かご発言ありますか、今のことで。

〇証人（松本佳久君） ありません。

〇委員長（内海まさかず君） では、最後に現場確認に部下が行かれたということなのですけれども、

その報告というものは受けたのでしょうか。

〇証人（松本佳久君） たしか係長からは受けたかと思います。それで補正の要求に至ったのかなと

いうふうに思います。ただ、実際どういうメンバーで行ったかというところまではちょっと私記憶

にはございません。

〇委員長（内海まさかず君） 大概現場確認とかとなれば報告書もつくものだと思われますけれども、

当時はついていたのでしょうか、口頭だけだったのでしょうか。

〇証人（松本佳久君） たしか口頭だけだったのかなというふうに思います。

〇委員長（内海まさかず君） それと、重要な決裁の部分ですよね、支出負担行為だとか交付決定の

部分でここも記録がないということで、誰が決めたのかというものは、支出負担行為だと誰が決め

たということに、実際は決めたのでしょうか。

〇証人（松本佳久君） それは、支出負担行為の決裁という部分ではなく。

〇委員長（内海まさかず君） 起案を命じた人。

〇証人（松本佳久君） そのときの状況としては、補正に要求をするというのを決めたのは、やはり

最終的には私だと思います。

〇委員長（内海まさかず君） その際に何らかの圧力というものはなかったでしょうか。

〇証人（松本佳久君） 圧力というのは上司からの圧力とかという。

〇委員長（内海まさかず君） そう、外部からの圧力とか上司からの圧力だとか。

〇証人（松本佳久君） いや、特にございませんでした。

〇委員長（内海まさかず君） では、皆様よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） 以上で松本佳久さんに対する尋問を終了いたします。

松本佳久さんにおかれましては、長時間にわたり誠にありがとうございました。ここでご退席を

お願いいたします。ご苦労さまでした。ありがとうございました。
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〔松本佳久証人退室〕

〇委員長（内海まさかず君） ここで暫時休憩いたします。

（午後 ３時５３分）

〇委員長（内海まさかず君） 休憩前に引き続き会議を始めます。

（午後 ４時１０分）

〇委員長（内海まさかず君） 次に、石川いづみさんに入室していただきます。

〔石川いづみ証人入室〕

〇委員長（内海まさかず君） 石川いづみさんにおかれましては、本日はお忙しいところご出頭くだ

さいまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のためにご協力のほどよろしくお願いい

たします。

それでは、証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問については、地方自治法第100条

に規定があり、またこれに基づいて民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになって

になっています。これによって証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げ

る場合には、これを拒むことができることになっております。すなわち証人が証人または証人の配

偶者、４親等以内の血族、３親等以内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人

の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関する

とき、またはこれらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品

販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、も

しくはこれらの職にあった者がその職務上知った事実であって黙秘すべきものについて尋問を受け

るとき及び技術または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には証人は

証言を拒むことができます。これに該当するときは、その旨のお申し出をお願いいたします。それ

以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由がなく証言を拒んだときは、６か

月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられることになっています。さらに、証人に証言を

求める場合には宣誓をさせなければならないことになっています。この宣誓についても、次の場合

はこれを拒むことができることになっています。すなわち証人または証人の配偶者、４親等以内の

血族、３親等以内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人

の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項について尋問を受けるときには宣誓を拒むことがで

きます。それ以外には宣誓を拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をした

ときは、３か月以上５年以下の拘禁刑に処せられることになっています。以上のことをご承知いた

だきたいと思います。

それでは、法律の定めるところによって証人に宣誓を求めます。
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傍聴者、報道関係者を含め、全員ご起立お願いします。

〔全員起立〕

〇委員長（内海まさかず君） 宣誓の朗読をお願いいたします。

〇証人（石川いづみ君） 宣誓書。私は、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ

加えないことを誓います。令和７年10月30日、石川いづみ。

〇委員長（内海まさかず君） ご着席願います。

〔全員着席〕

〇委員長（内海まさかず君） それでは、宣誓書に署名、押印をお願いいたします。

〔署名、押印〕

〇委員長（内海まさかず君） これから証言を求めることになりますが、証言の際にはその都度委員

長の許可を得てなされるようお願いいたします。

また、委員及び証人におかれましては、発言の際は委員長の指名後、マイクのスイッチを入れて

発言をお願いいたします。その際は着席で構いません。

委員の皆様に申し上げます。本日は、事前に証人に通知した事項について証人より証言を求める

ものでございますので、不規則発言等、議事の進行を妨げる言動のないようご協力お願いいたしま

す。

また、委員の発言につきましては、証人の人権に留意されますようお願いいたします。

まず、委員長から所要の事項をお尋ねします。

それでは、お尋ねいたします。あなたは、石川いづみさんですか。

〇証人（石川いづみ君） はい、さようでございます。

〇委員長（内海まさかず君） 着席のままで構いません。

現在の職業をお述べください。

〇証人（石川いづみ君） 地方公務員でございます。

〇委員長（内海まさかず君） それでは、尋問に入りますが、私たち委員は真実を明らかにすること

を念頭に尋問させていただきます。証人は、事実を述べていただくことになっておりますので、自

らの意見を述べることや知らないことを証言する必要はありません。知らないことは知らないとお

答えいただいて結構です。また、今回証言を求められた事項の範囲で証言していただければ結構で

す。なお、証人は委員に質問や反論をすることはできませんが、尋問の内容が不明確であった場合、

委員長の許可を得て確認することはできますので、その際にはお申し出ください。各委員から尋問

させていただき、その後必要があれば私のほうからも質問をさせていただきます。

石川証人にあらかじめ通知した証言を求める事項は、学童保育事業の実態の確認に関する事項、

補助金申請から支払いに至るまでの事務手続に関する事項となっております。

委員の皆様からの発言をお願いいたします。
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青木委員。

〇委員（青木一男君） 石川証人におかれましては、大変お疲れさまでございます。今回の百条委員

会に提起されております学校法人陽光学園ひまわり学童クラブ補助金に関する調査特別委員会の調

査期間は、令和３年度から令和６年度となっておりますが、調査期間内での役職及び主な職務内容

をお聞きしたいと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） お答え申し上げます。

令和３年、令和４年が私がこども未来部の部長として職に就いておりました。

〇委員長（内海まさかず君） 天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） 大変ご苦労さまです。陽光学園ひまわり学童クラブの関わりについてを伺い

ます。それと、担当というか部長だったのであれなんですけれども、そこら辺をちょっと確認させ

てください。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 関わりと申しますか、陽光学園の方とお会いしたことというか面識はござ

いません。民間学童保育ということで学童保育をやりたいと、栃木市内で、今までは板倉でやって

いたものをという経過があるけれども、栃木市内の藤岡地域、岩舟地域とかでやりたいというお話

があったというものを係員というか、係から承ったというところまででございます。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） ごめんなさい、確認させていただきます。補助対象者である陽光学園の

代表者、佐山和章氏と電話、メール、対面でもお話などもされたことはないということで、すみま

せん、確認させてください。質問が事業の関わりの部分で今先ほどおっしゃっていたのですが。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 代表者の佐山さんという方にはお会いしたこともお話ししたこともござい

ません。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） それでは、もう一つですが、対象法人の役員さん、園長などを含め、関

係者とは電話、メール、対面でのお話など一度もございませんか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） その当時というか、令和３年、令和４年のときは、佐山さんからお話があ

ったというものを、学童保育係の中で話があったものが私のほうに上がってきただけで、それ以外

の法人の方というか、役職なのか、職員なのかという大浦委員がおっしゃっている方たちには誰も

お会いしたことはございません。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。
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〇副委員長（大浦兼政君） 佐山氏などの関係者も来庁はされたことはあるはずなのですが、その際

にも来ていることも知らない、それとも知っていたけれども、会う必要がないので会わなかった、

それはどちらになるでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 佐山さんがおいでになったという事実は後から聞きましたが、ご本人様が

いらしたということだけしか私は存じ上げません。お会いしてもいないし、見かけたというか、そ

ういう場所だったり、窓口に見えたとか、そういうところで見かけたということは全然ありません。

〔「かしこまりました」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 学校法人陽光学園の法人格としての適正についてお聞きいたします。令和３

年には主たる業務である幼稚園業務を休園をしている学校法人格を持つ陽光学園が学童保育事業を

行うことに対しての適正については、当時どのように感じていらっしゃいましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） どのように当時感じていたかというお話ですけれども、当時はその事実を

私は知り得ません。幼稚園をやっていたかやっていないかということも私は存じ上げておりません。

なので、どう感じたかというか、その辺は知らないものなので、申し訳ないですが、それに対して

のお答えはできかねるかと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 知らないで結構です。

〇証人（石川いづみ君） 知らないです。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） そうしますと、令和３年度の終わりに陽光学園のほうから藤岡校の開設届、

開始届を福祉総務課のほうに提出をしているわけです。その後、受理の作業がされているわけです

けれども、福祉総務課から実態の把握、法人格の確認とか、そういった作業を福祉総務課のほうか

ら聞いたりとか、そういったこともなかったのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 私の、部長としてということでよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） はい。

〇証人（石川いづみ君） 私はないです。ございません。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） そうすると、係からも聞かなかったし、ほかの部、福祉総務課からも聞いて

いないという状況だったということですね。

〇委員長（内海まさかず君） 全くそのことは知らなかったということでよろしいでしょうか。

〇証人（石川いづみ君） 先ほどのお話で令和３年度末のお話ということですよね。令和３年度末に
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開始届を出されたときに学校法人の内容を知っているか知らないかということでよろしいですよ

ね。

〇委員長（内海まさかず君） まずはそこでお願いいたします。

〇証人（石川いづみ君） だから、それについては、開始届が出された、私が存じ上げているのは、

令和３年度の夏頃ですか、学童保育をやりたいという方が見えましたということで、そういう事実

を知っているだけです。そこまでしか。開始届を出されたか出されていないかというところまで、

私は存じ上げてはおりません。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 開設届を出したとか、開始届を出したことを知ったのはいつになってくるの

でしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） それは、福祉総務課に対してということですか。担当部として、部長

として知ったのはいつかということですかね。

石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 福祉担当に出した時期を知ったのか。

〇委員長（内海まさかず君） いや、それはもう関係ありません。

〇証人（石川いづみ君） 要するに基本学童保育事業をやりたいということに関しては、開始届を出

さないとできないということは存じ上げております。それについては存じ上げていますけれども、

それをいつ知ったのかというお話になると、令和３年度の夏にやりたいのだというお話があった、

そのときは令和４年度からやりたいのだというお話があったとすれば、その令和３年度の末に開始

届が出されたということでは、その事実はあると思いますが、そこを私が知り得た時期というのが

はっきり……

〇委員長（内海まさかず君） 大丈夫です。福祉総務課が受けたとか、そういうことではなくて、部

長がやるのだなというふうに認識したのはいつ頃でしょうか。

〇証人（石川いづみ君） やりたいというお話を受けたという……

〇委員長（内海まさかず君） それは令和３年の夏頃なのですけれども。

〇証人（石川いづみ君） 令和３年度の９月頃にやりたいのだってあって、令和４年度にもまた夏頃

にお見えになって委託を受けたいとか、そういった始まりたいというところがあって、令和４年度

もやっていただいていたわけです。すみません、記憶をちょっとひも解きますと、藤岡校でやって

いたわけではなくて、藤岡の子供たちが板倉に何人か行かれていたというのは聞き及んでいました

けれども、令和４年度になってから基本的には施設を改修したり、要するに委託をさせていただき

たいというのは、我々としても子供たちをお預けするというか、保育していただくということに関

しては、委託までがないとやはり安心できないものがあるというか、お願いするということに関し

てはというので、その時期に知った。
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〇委員長（内海まさかず君） 大丈夫です。

では、大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 午前中から係長、主幹にもいろいろお話を聞く中で、岩舟、藤岡に学童

ができる可能性というものは喜ばしいものであるというふうに報告を受けました。その認識はあっ

たということでよろしいのですか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） はい。令和３年、令和４年というか、その頃というのはコロナ禍もひどか

ったり、待機児童も発生していたり、藤岡、岩舟につきましては支援員も不足している、藤岡で今

まで公立でやっていたところというのが学校の体育館の２階であったり公民館であったり、あまり

ほかの要するに適切なというか、健全な保育ができるようなというか、安心安全な本当の最適なと

ころでやっていなかったという部分もあり、支援員も不足している、募集しても来ない、旧栃木地

域だったりしますとシルバーさんにお願いしたりというふうに手だてがあったのですけれども、藤

岡地域、岩舟地域については、それもシルバーさんも行けないというか、やっていただけないとい

うのがあって、そうすると支援員がどうしても不足しているというのもあり、コロナ禍で結局３密、

密を避けるという意味合いで民間活力を導入したいということでお声がけをいただいて、そこが健

全にというか、ちゃんとしたというのですか、適正な保育をしていただけるようにやっていただけ

るのであれば、我々からすれば子供たちの命を守るためにもやっていただくということは本当に喜

ばしいとして我々は受け止めて、その話が板倉でやっていたこととか、実績があるとか、こういう

ことをやりたいのだというお話を聞いてきた中で、そういうのを私は伝えられたわけですけれども、

そういったときに藤岡というのは保育園のときからドア・ツー・ドアのバスを使って送迎をしてい

たわけです。それもやっていただける、大平地域でも待機児童が出ていたのですけれども、大平地

域についてもバスで送迎もついてやっていただけるというところもあったりということもあったの

で、我々とすれば本当にやっていただければありがたい。ただ、別に丸投げをしているわけではな

くて、きちんと整備というか、ちゃんと環境を整えて、子供たちにちゃんと保育ができるのかどう

か確認をしつつ進めてきたということではあります。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） ありがとうございます。それだけご記憶が鮮明であれば、それを初めて

知ったのは、その地域で学童ができるのだよというふうに報告を受けたり、どんな場面でも構いま

せん。部長の耳に入ったのはいつ頃が最初だったのかなということが先ほど小平委員の質問であっ

たのかなと思っているのですが、それでよろしいですか。初めてお耳にしたのはいつ頃であったの

かというのは記憶にありますか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 令和４年度の夏。
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〇副委員長（大浦兼政君） が初めてだったのですか。

〇証人（石川いづみ君） はい。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 福祉総務のほうに開設届が出た時点で、連携の部分では当然耳に入るべ

きだとは考えますが、その時点、開設届が福祉総務に届いたときには報告は一切なかったというこ

とでよろしいのですか。庁議にもかかっていない、そういうことでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 開始届が出たものについて運営を委託するという時点になれば書類上であ

ったり、法人であったりというのは調べたりはするとは思いますけれども、それについて検査担当

に出た開始届についての内容について認識を私がいつしたか。

〔「いつ頃でも構いません」と呼ぶ者あり〕

〇証人（石川いづみ君） だから令和３年の夏にお話が１回会って、令和４年になってもう一度あっ

たという記憶しかございません。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） では今整理しますと、令和３年の夏に最初に初めて聞いたのはその時期

だったろうということでよろしいということですか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） はい。パンフレットをお持ちになったのが令和３年度のときなのか令和４

年度なのかちょっと分からないのですけれども、こういう事業をやりたいのだということをお示し

いただいたやつは目にした記憶はあります。こういうふうにやっていただけるのであればありがた

いというものはあってという認識でいました。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） その報告はどなたからお聞きになりましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 令和３年の夏のときは係長かと思います。

〔「田沼係長」と呼ぶ者あり〕

〇証人（石川いづみ君） 多分係長が佐山さんとお話、お会いしたのかなとは思いますが、そこで確

かかと言われると。

〇委員長（内海まさかず君） 記憶の範囲で大丈夫ですので。

〇証人（石川いづみ君） 基本的には係員が私のところに報告にあまり来ないと思います。係長、も

しくは主幹だと思いますので、そのときは係長ですか。

〇委員長（内海まさかず君） そのときがどうであったかではなくて、石川証人の記憶で事業をやる

のだなと思ったときがいつなのかということなのですけれども。
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〇証人（石川いづみ君） 事業をやるのだなってお声をかけられたのは、だから令和３年の夏と令和

４年の夏頃という記憶しかございません。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 私のほうからは環境整備事業交付金、補助金ですけれども、改修の補助金の

支出をすることになった検討状況の経緯について記憶の中で言ってもらいたいのですけれども、先

ほどの記憶は大体正しいかなと、打合せ記録というのが我々のところに資料として上がっています。

打合せ記録だと佐山氏が令和３年の９月27日と11月25日に来庁して、そのときの話は開設をしたい

と、学童保育事業を。それと、市からの委託を受けさせてほしいというようなお話があったと、そ

れは令和３年です。その後、環境整備事業交付金については何もなくて、令和４年の夏、それは何

か県のほうに要件とか検討状況、交付要件なんかを確認をしているというのが記録が残っているの

です。そこで、それは証人からの証言からも大体記憶どおりだと思うのですけれども、それで令和

４年度には９月議会の補正に委託料、半期分の藤岡校の委託料と環境整備交付金の1,300万円とい

うふうに額がなっていますけれども、それが要求書がもう７月の、言ったほうがいいのか、資料、

請求書、見せたほうがいいのかな、４―１です。４―１と５―１か。

〇委員長（内海まさかず君） 何になるかをちょっとご説明お願いします。

〇委員（白石幹男君） ４―１は令和４年度９月補正予算要求書の提出についてということです。こ

れ石川証人が部長として判こ押してありますから、見ていると思うのですけれども、５―１という

のは予算要求について９月補正で取り下げているという書類です。そういうふうな状況になってい

て、この補助金を出そうというふうになった検討状況が全く記録に残っていないのです。我々が求

めた資料の中にはないです。そういう検討をしたということは事実だと思うのですけれども、検討

した記録がないというのは通常あり得ないのではないかなと思いますけれども、いかがなのでしょ

うか。検討したのでしょうね、やっぱりそれは。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 検討した事実のそういう会議録がないというか、検討した資料がないとい

うことかと思いますけれども、基本的に先ほど来のお話に戻ってしまいますけれども、コロナ禍で

あったり待機児童が多かったりといったときに学童保育係については、毎日のように打合せテーブ

ルで係全員で打合せをしておりました。そういった中で決め事とかというのが本当に毎日のように、

繰り返しこれはどうしよう、こうしよう、支援員が足らない、ここは修正しなくてはいけない、そ

ういったものを毎日のようにあの係については本当にやっておりました。それについてその日々の

会議録がちょっと追いつかなかったというのは事実かと思います。ただ、検討したというのは、事

実主幹を交えたり係長を入れたりということで話を係の中で持ち上げて、それで係の中で持ち上が

ったものについてこうしたいのだというのを私のほうに話があって、ではそういうふうに補正予算

は要求するということで話を進めていくという、推し進めたということは事実であります。ただ、
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確かに書いたものがないというか、記録がないということにつきましては、日々の本当に雑務では

ないですけれども、そのときの状況というか、職員の人数もほどほどというか、いろいろありまし

て、職員状況がちょっと厳しい状態ではあったのです。あまりこういうことを言ってはいけないか

もしれないのですけれども、要するに４人しかいないうちの１人が育休に入っていたりとか、男性

１人であったりとか、令和４年度になってきて今度主査級が入ってきたけれども、すぐ休職に入っ

てしまうとか、１人男性がけがをしてしまうとか、あとはやっぱり心身ともに疲れてしまうといっ

たものがあったり、月100時間の時間外をやっているのがざらだったのです。うち、本当につらい

思いをしながら駆けてきた学童保育、あの時代は本当にそれをやっていました。私も夜中でもそれ

を受けて、どうしたらいいかという、10時、11時でも電話がかかってきて、あしたからどうしたら

いいだろうと、こういうふうにしたほうがいいのではないという話をして指示を出す、そういう時

代でした。そういう時代があった中で、毎日それでいて一番若いというか、一番下の職員が主事が

１人で、主事と係長とかがみんな時間外で100時間超えるぐらいの事務量を抱えてやってきたので、

それを全部打ち込んで、結果論としてなかったと言われるのは、確かに申し訳ないのですけれども、

実際にただ単に言われたとおりに上げたということではありません。ちゃんと検討をして、検討材

料をして、自分たちの学童保育事業の中でどうしたほうがいいかというのをちゃんと検討して、内

規もあったり、補助要件に合うかどうかというのも確認しながらやってきているわけなので、それ

でうのみにしながら、これで出しましょうということではなく、実績を見ながらということで、こ

の９月は１回下げて、もう少し半年様子を見ましょう、実績を見ましょうということで延ばして、

12月ではなく３月になってしまいましたけれども、半年もうちょっと実績を見させていただくとい

うことで予算を３月に上げたということです。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 本来なら記録に残さなくてはならないと、それは当たり前のことということ

で、人員がかなり不足していたということですね。それで、この交付金については陽光学園から要

求があって、それを検討したということなのですか。こちらからこういう交付金もあるよとではな

くて、向こうから言ってきたのか、その点はどうなのですか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 私は、そういうところは存じ上げません。記憶にございません。そういっ

たどちらからとか、こういうのがあるからというふうにあえてわざわざこれを使ってやってくださ

いという話は職員からはしないと思いますし……

〇委員長（内海まさかず君） 大丈夫ですよ、記憶の範囲で。

〇証人（石川いづみ君） 板倉でもやっていたわけですよね。だから、そうすると交付要綱とか、そ

ういったものというのは国の補助金だなというのは皆同じようにやっているわけですから、そうい

ったものを知り得たかどうか分かりませんけれども、臆測は言ってはいけないのですね。だから、
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うちのほうから言ったのではないかという認識はございません。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） ただ、交付金を出す、そういう補正予算を出したわけですから、いつの時点

で交付金を使おうと、それは９月補正に出すには７月の半ばぐらいにはそういう決定をしなくては

ならないと思います。そうすると、その間にそういった交付金を出そうという検討がなされたと思

うのです。それはやっているわけですよね。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） それについては、補正予算に上げるにはそういったいろんな要件を調べて、

交付要綱に合うのか対象になるのか、そういったものを調べ上げて補正に計上するというのは当た

り前のことだと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） ただ、７月に出して、それが経緯を見ると９月補正には駄目だと、12月も状

況確認ができないと、３月にやっと補正として上げられたということで、そうしますと９月以降に

藤岡校の運営状況が適正であるかどうかというのが確認をされたのだと思いますけれども、それは

どういった、係員が行くのだろうけれども、そういう報告、やっていますよという報告はいつ上が

ってきたのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） いつ。

〇委員長（内海まさかず君） ぐらいでも、頃でも構いませんけれども。

〇証人（石川いづみ君） 基本この９月補正に出すとすると、要求が７月、意外と早い時期に要求を

しなくてはならないので、そのときにはある程度の現場を見るなり、あと現場というよりも、要す

るにどういう事業をやっているか、どういう保育をやっているかというのを確認するというのは、

ほかの学童保育と同じですけれども、月報なりというものがあって、何人、何日、何人の支援員が

いたといったものを確認させていただいて、その状況を見てきたということだと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） すみません、記憶を呼び覚ますいい質問になると思いますが、職責が下

の方と違い部長級になると、庁議も含めていろいろな情報がまた入ってきているはずとまずお見受

けした上での質問になりますが、一般質問でもこの前出たとおり、こちらの会社の関係者、この代

表の佐山さん、関連する企業において２億7,000万円を超える委託等の補助金が導入されている、

ある意味栃木市の職員としては、長い、この数年の間でもいいですけれども、有名人であったと我

々は、特に私は判断しています。全く知らない、聞いたこともないというのは、いろいろな委託を

受けていた数の多さからないとは思っていますが、全く佐山和章という人間を知らなかったのでし

ょうか。一般的なお話をされているようですが、部長級になってくれば名前ぐらいは聞いたことあ
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るとか、こういう委託事業をほかにもやっているよねという情報は当然入ってしかるべきだと思っ

ております、我々ですら知っているわけですから。そこについてのまず確認をさせていただきます。

一般論の前に部長として、ほかの部長もそうですが、まずご自分、石川部長であった頃にその会

社名でいうと例えばチャンプオート、そういったもの、クリーンワークス、補助委託をいっぱい受

けていたわけですから、ふれあいバスもそうです。ごみ収集もそうです。そちらのほうは全く聞い

たことなかったということで認識されているのでしょうか、それとも当然存在は知っていたのかの

確認をさせてください。そこから始めます。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 今の補助事業ですけれども、令和３年度のお話ということですか、令和４

年度のお話。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） そういった令和３年度、令和４年度ではなくて、職員として栃木市に在

籍をしている間に一度も聞いたことがなかったのか、それとも存在は会社や個人名を含めて聞いた

ことあるのかをまず確認します。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） あの頃、ちょうど国体を藤岡でやっていたかと思います。そのときにチャ

ンプオートということでのぼり旗を作っていただいたとか、何か名札を作っていただいたとか、そ

ういったことでチャンプオートと企業名は聞いた記憶はございますけれども、その代表者が佐山さ

んかということをおっしゃるのであれば、私は知りません。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） ふれあいバスをやっている会社の代表であるということも、そういった

ものも含めて一切知り得なかったということでよろしいですね。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） ふれあいバスをやっていた会社は何社かあると思います。そういった会社

は、その頃であれば記憶はしていると思いますけれども、今その中一つで佐山さんが代表者でした

ということは存じ上げません。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 我々からすると、当然ある程度のビックネームの一人だと思っておりま

して、何かしらの名前は出てきてもしかるべきなのかなとはイメージをしておりました。そういっ

た意味なので、補助事業、学童をやるよというと、こちらもやってくれるのかといういい意味でも

記憶はあるのではないのかなと思い確認をさせていただいております。本当に初めて栃木市で出て

くる名前や企業名と違いまして、いろいろなものを委託を受けている観点から、当然何かしらの関

わりはなくても部長としては聞いたことあったのではないかな、それをなぜ聞いたかといいますと、



- 85 -

やっぱりインパクトがあることと、ありがたいと思ってくださることが重なれば、やはりあの会社

が学童も始めるのだなというものは印象にあって当然かなとは思っておりますが、それはなかった

ということでよろしいですね。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） はい、ございません。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 藤岡校の３月補正なのですけれども、４―３の資料、これは３月の補正予算

の要求書です。それで、まず添付書類として見積書とか出ているのですけれども、その請求書の請

求先が有限会社チャンプオートとか、これはタヌマ内装です。赤坂解体工業からはフジオカクリー

ンワークス御中というふうに請求書がなっていて、陽光学園への請求書ではないのですけれども、

これでもって補正を、これを要求書として添付して要求書が通ったのですけれども、何に使われて

いるか分からないような、本当に改修に使われたのかどうかも分からない請求書でもって補正を、

要求書を出したことについてはどう感じますか。おかしいのではないかなと感じますけれども。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 確かに宛名が違っていたということについては、私どもの不注意というか、

見落としではあったかと思いますけれども、中にひまわり学童の看板、いろいろとそういう項目が

入っておりますので、担当者とすればそこを拾ってきたのだと思います。

〇委員長（内海まさかず君） すみません。部長としてその当時この宛先が違うというものは認識さ

れていましたか。

〇証人（石川いづみ君） 宛先が違うというのは見落としておりました。

〇委員長（内海まさかず君） 部下からの報告とかというものはなかったでしょうか。

〇証人（石川いづみ君） 宛先が違うという報告。

〇委員長（内海まさかず君） 言ってしまえば、これは普通なら通らないものなのですけれども、こ

ういうミスがありましたという報告はなかったでしょうか。

〇証人（石川いづみ君） そういうミスがありましたという報告はございません。ただ、補正予算で

上げるときの見積りでしたので、その業種ごとのというか、そこが難しいとは、確かに私どもが見

落としたというのは申し訳ないと思っておりますけれども、見積りについては見積りと思って……

〇委員長（内海まさかず君） 請求書もあるのですけれども。

〇証人（石川いづみ君） 基本的に栃木市長宛ての請求書ということではなかったので、民民の間で

例えば先ほど大浦副委員長がおっしゃっていたように、佐山さんという名前がいろんな事業をやっ

ていて、例えば塗装を頼んだときには、その業者が佐山さん宛てにその名前で使って書いたのでは

ないかということではありますけれども、確かに我々が見落としたというのは大変申し訳ないと思

っております。
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〇委員長（内海まさかず君） すみません。本日の会議時間は、証人尋問が長引いておりますので、

あらかじめこれを延長いたします。

質問を続けてください。

広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 石川証人におかれましては、本日誠にご苦労さまでございます。今御覧にな

っていただいている４―３補正予算の要求書に添付されております今話題になっておりました、ば

らばらではございますが、請求書と見積書がございます。このうち数点の請求書のほうから、現在

不正が発覚をしております。ただ、そのときに部署内でそこまで内容を精査するというようなこと

がなされていた風潮だったのかお聞きしたいのですけれども。

〔「風潮というのは」と呼ぶ者あり〕

〇委員（広瀬義明君） すみません。分かりやすく言います。この見積書、請求書の内容が適正かど

うかの判断をどうされていたのかということで。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 基本的に組織的に、要するに係員、係長、主幹ということで、組織的に上

がってきたものです。そういったことについて進められてきたものですので、私がこれが間違って

いるのではない、本当はいけないのかもしれないですけれども、それについて不正があるとかない

とかという話は存じ上げません。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） その当時に発覚したものではないので、それについては控えますが、言い方

を変えます。係長、そして主幹、そういった方々からは精査は行っていないと、出てきたものを信

用しているというようなお話を頂戴しております。特に多忙を極めていた担当部署ということで、

月に100時間の残業をしているということを考えますと非常に肉体的、精神的にも疲労されていた

のでしょうから、致し方ないことなのかなと思っていたのですが、当時全ての上がってくる請求書、

見積書についてチェックを何かしらの形でするということはなかったという認識でよろしいです

か。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） いえ、それはないです。しっかりチェックはしているはずです。ないとは

言えないです。チェックしているはずです。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） では、言い方を変えさせていただきます。上がってきた請求書の品目等につ

いて多少なり値段が高くても、それは致し方がない、そういったものを使うのだろうなということ

で通すということもあったと認識されていますか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。



- 87 -

〇証人（石川いづみ君） 私は認識しておりません。ただ、その時期ですけれども、令和３年、令和

４年の頃というのは、しろのうち学童保育とか大平西学童保育とかの公立のほうでやっておりまし

た。そのときにどうしても物価がというか、資材が高いということで、設計を見直した経緯はあり

ます。なので、我々また事業課でもないし、技師でもないので、単価がどうというところまでのチ

ェックは厳しいところでは確かにあると思います。ただ、それをおかしいのではないかと思えば、

そこはチェックを入れていると思います。だから、不正があったとかチェックを漏らしたとかとい

うことではないと思います。あえて通したということではないと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 誤解のないように申し上げておきますが、職員側に不正があったということ

ではございません。部長の在籍期間中のものもあれば違うものもあったので、何かしらそういった

ものが防げるような手段を講じていたのかの確認でございます。

〇委員長（内海まさかず君） これは質問ですか。

〇委員（広瀬義明君） 先ほどの答弁で分かりました。

〇委員長（内海まさかず君） ほかにございますでしょうか。

大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 部長という職責についての質問をさせていただきます。名前が違う、金

額については技師でもないので分からないとおっしゃっておりますが、判こを押して1,200万円と

いう公金を扱う以上、いろいろな注意は必要であると思っています。当然この名前が違うというこ

とで、違う場所の工事をされたものが間違って入ってきているという可能性も否めないと思ってい

ます。やはり名前は統一すべき、そういったものの指導をするのは上の職責の方であると思ってお

りますが、部長としては今回の件について全て判こを押したのみで意見等は何もお伝えしておりま

せんか。指導、指示もなかったのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 部長として指示をしたかということですね。

〇副委員長（大浦兼政君） そうです。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） この見積りを出すというか、補正予算を出すに当たって、まずは９月、７

月の時点で出したであったり、それが３月に補正予算は実際のところってなると思いますけれども、

そういったもので令和４年５月の見積りだったりということになってきて、基本的に公立であれば

建築課の技師なりに内容を聞いて、これで単価はどうだろうかという確認はします。私個人として

も、それはやってきました。これについては、そういったものをちゃんと説明を受けてというか、

現場を見ながら担当なり担当係なりでたたいてきていると私は認識をしていました。先ほど来お話

ししましたが、宛名が違ったについては、我々の不注意で大変申し訳ない、見落としてしまったと

いうところは申し訳ないと謝罪を申し上げたいと思いますけれども、それがほかのものに使われた
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かどうかについては、先ほどもお話ししましたけれども、ひまわり学童保育の事業として入ってい

て、それがほかに使われたのではないかというふうに考える余地はなかったと私は考えます。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 性善説的な考えを基に進めていただいても、それは全然構いません。た

だし、やはり公金を扱う以上、ミスが起きてはいけないという考えは当然あると思います。今回や

っぱり名前が違うということ、金額確かに云々というのは仕方ないと思います。ただし、今回1,200万

円を満額要求してくる状態での見積りであるということは、やはり誰でも気をつけなければなとは

感じるのではないかなと思っておりますが、そこら辺の注意というものは個人的には考えておりま

したか、それとも一切なく、出されてきたもの、部下を信じ進めてきたということで判こを押した

ということでよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） １点は最後の後者である部下を信頼した、積み上げたものについて検討し

てきたものの結果、補正を上げてきたについては、私はそれは１点あると思います。それでいて、

すみません、もう一度大浦さん、何でしたっけ。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） もう一度言います。基本的に金額云々はなかなか技師ではない以上チェ

ックは難しかった、性善説を基に取りあえず上げられた資料を信じて、そして部下がそれをチェッ

クしたのだろうということで部長は判こを押したということでよろしいですね。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） はい。先ほど、もう一度申し上げますけれども、９月の補正のときにも上

げました。そのときに上がってきた資料でもありますので、それでいて、その後事業を見させてい

ただいて実績を見ますという話もあって、現場も行っているというものがあって、あくまでも補正

予算、補助金ですけれども、基本補助金を出して、何の補助事業もそうですけれども、要求額を出

しました。実績、それで使えなかった分、これは対象外だという話になれば、それは補助金を差し

引いて出します。もしくは返還ということは必ず補助事業にはありますので、実績報告に基づいて、

それでそこを精査して正確な補助金を出すというのが補助金の交付の流れだと思っています。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 部長としては、ではその際には何か指導や指示は部下にせず、そのまま

であったということでよろしいのですね、判こを押すに当たり。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。指示をされましたか、何か。

〇証人（石川いづみ君） 繰り返し補正を上げたものというものがあってということがあるので、７

月計上の９月補正後の額と３月の補正の額が、それが異なってしまっては逆におかしいのではない

かと思います、私としては。要するに年度内に、先ほど白石委員がおっしゃったように、県に確認
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したというお話がありましたけれども、年度内に行ったものについては補助金対象になるよという

話があったかと思うのですけれども、そのことについてこれはやったことであるかないかというも

のを後でまた確認するわけです。補助金は、あくまでも計上はしました。補助金をこういうふうに

交付決定はします。だけれども、実績報告は必ず受けるわけです。実績報告を受けたときに、それ

が違うということであれば返還をしていただく、それが補助金の交付の流れだと思っています。そ

れでやっているのであれば、これをあえて９月のときと３月のときと何が違うのという話になって

くるし、そこを説明を受けなければ私も分からないとは思います。

〇委員長（内海まさかず君） これを上がってきたときに部下に対して何か指示とかはされていない

のですよね。そのまま判こを押して次のステップに入っていったということでよろしいのですよね。

これは９月の補正だっけ。

〇証人（石川いづみ君） ３月の補正なので、それは……

〇委員長（内海まさかず君） 特別な何か指示はされましたでしょうか。

〇証人（石川いづみ君） ３月の補正のときにというのは、実績を全部見て計上してきたものですの

で、私があえてここで何かをこれは違うのではないかという指示をする必要はないと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 分かりました。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） ３月補正の添付資料は、請求の名前が違ったりしていて不備があったのです

けれども、実績報告書というのが出ていて、それと３月補正に提出された請求書とか、そういう書

類と違う状況になっています。

〇委員長（内海まさかず君） どの部分が違うのですか。９月は出していないから実績報告は上がっ

てきませんよね。

〇委員（白石幹男君） １―３かな。

〇委員長（内海まさかず君） 実績報告書ですね。

〇委員（白石幹男君） 実績報告書で、それに添付されている請求書はちゃんと陽光学園になってい

るのですけれども、陽光学園に訂正されていますよ、同じ請求書でも。でも、４のどこだっけ。

〇委員長（内海まさかず君） ４―３。

〇委員（白石幹男君） ４―３で上がってきた請求書とは全く違っている部分があって、その点は例

えば内装はいい、あれは全然抜けてしまっているのかな、補正予算にはエムツークリエイトとかＴ

ｅｃｈＤｅｓｉｇｎ株という請求書が載せられていて、実績にはそれは全くないのです。実績には

その請求書というのはもうなくなっているのですけれども、その点についてどう考えたらいいので

しょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 請求書が違うのですか、見積りが違うのですか。
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〇委員長（内海まさかず君） 請求書です。

〇委員（白石幹男君） ４―３で出てきたのは、フジオカクリーンワークスに対してＴｅｃｈＤｅｓ

ｉｇｎ株でいろいろなテーブルとか、そういうのが請求書として資料として載っています。エムツ

ークリエイト、これは看板を作ったときのあれだと思いますけれども、これは補正のときはそうい

う資料として載せられてきたのだけれども、実際実績報告書にはそれは全く抜けていますよね。

〇委員長（内海まさかず君） 部長に言っても分からない。そういう相違があることはご存じでしょ

うかぐらいにしておいて。

石川証人。

〇証人（石川いづみ君） これは令和４年度ですけれども、令和５年度になってからですよね、実績

報告しているのは。すみません、私の関知するところではないのですが、要するに1,200万円以上

のものについてが……

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇証人（石川いづみ君） 令和４年度の事業なのですけれども、令和５年度に入ってからの実績報告

になっているので、すみません、私が関知するところではないというか、言える部分ではないので

すが。

〇委員長（内海まさかず君） そうですね。証人の在籍していない決裁となりますので、質問を続け

ていただければと思います。

〇委員（白石幹男君） 令和５年のときはもう在籍していないということで、分からないということ

で。

〇証人（石川いづみ君） はい、退職しました。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） それでは、資料の１―１と１―２のところを見ていただきたいのですけれど

も。

〇委員長（内海まさかず君） 取りあえず資料名をお教えください。

〇委員（氏家 晃君） 栃木市民間学童保育事業補助金の補助金額についてという件名です。補助金

額を市長が別に定める額を下記のとおりとしてよろしいか伺います。また決裁の上は、当該補助金

として別紙案のとおり民間学童保育事業者宛て通知してよろしいか併せて伺いますという回議用紙

です。これが起案されたのが令和５年３月27日です。決裁が下りているのが令和５年３月27日、起

案と決裁が同じ日になっているわけなのですが、こういった同じ日に起案も決裁も行われるという

のはよくあることなのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 基本的には交付申請があって交付決定があって補助金を払うというのが日

にちがずれていくのが本来だと思います。これに関しては、先ほど来お話ししているように、９月
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の補正にも上げました。３月まで事業の経過を見ましょうということで始まって、３月の補正予算

が３月27日で議決されたのです。その日に議決が通りました、予算がつきました、予算がついたも

のでないと事業を行えませんよね。そういうことで３月27日に起案をして、３月27日に決定したと

いう、すみません、イレギュラーと言えばイレギュラーなのかもしれませんけれども、そういった

ことはままあるかなとは思います。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） そうしましたら、今の件は１つ目は大丈夫というか、理解しました。

もう一点、また決裁の上は、当該補助金として別紙案のとおり民間学童保育事業者宛て通知して

よろしいか併せて伺いますということで、この民間学童保育事業者宛ての通知というのが１―１の

インデックスの一番最後のページに民間学童保育事業者各位ということで、各位ということは市内

にある民間学童保育事業者おのおのに送るという意味というふうに私は捉えるというか、それが常

識だと思うのですが、それに対しても部長決裁していらっしゃるということで、これを各民間学童

保育事業者に送られたかどうかというのは存じ上げておりますか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 送ってはいないはずです。基本的にこの回議用紙を見ていただいたときに

予算要求書がついていまして、予算要求書について補正要求額があって、補正決定額が1,200万円

ってついています。それにつきましては、あくまでもこの１か所ということで補正予算がついたと

いうことで始まっておりますので、これについては1,200万円を１か所ということで陽光学園宛て

って本当は書くべきものであったとは思います。ここについては、大変申し訳ないのですが、私も

不注意で見落としているというところであるかと思います。申し訳ございません。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） このとおりにいくと民営学童保育事業者各位、全部に出す、先ほど部長のほ

うで謝られていたので、そこはご理解するわけなのですけれども、何で最初からこの回議用紙のほ

うで起案するときから、民間学童保育事業者宛て通知してよろしいかというのが、このときに学校

法人陽光学園だけですよね。それに対しての補助金ということで補正のほうも通っているので、そ

ういうふうにこの回議用紙のほうもそれを念頭にした議論といいますか、進め方をして、それを記

録に残しておかないと今のような事態になるかと思うのですが、その辺につきましても、当時の…

…

〇委員長（内海まさかず君） 認識をお尋ねします。

石川証人。

〇証人（石川いづみ君） おっしゃるとおりでございます。回議用紙をせっかくつくってあるので、

この予算で記があったとすれば、記の下に１か所どこどこというのをつけるべきだったと思います。

それがつけられていなくて民間学童保育事業者というふうにやってしまったのは、言い訳はあまり
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するなということではありますけれども、基本こういう回議用紙とかって自分でつくったものって

意外と残っているのです。データとして残るというか、起案文を残してしまうと、それを複写して

使い回ししてしまうというのもあったりするのです。当時このときにコロナで自動水栓というか、

皆さんご承知かと思いますけれども、コロナのときに学童保育に蛇口を回さずに自動水栓をつけま

しょうという話があって、そういった補助金を申請してくださいというふうに通知した経過があり

ます。だから、そういったものをちょっと使い回ししてしまったのかなということだと思います。

その頃坂田が担当していた事業ということでありますので。すみません、言い訳になってしまうか

もしれませんが、申し訳ございません。そういうことだと思います。

〇委員長（内海まさかず君） ちなみに、この文章は石川証人は見た覚えはありますか。判こを押し

ているのですけれども、押したという覚えはありますか。

〇証人（石川いづみ君） 各位って書いたということですか、ではなくて起案ですか。

〇委員長（内海まさかず君） そう。全部ついていると思うのですけれども、ここで言う１―１とい

う文章を見た覚えはありますか。

〇証人（石川いづみ君） 要するに３月の補正が通って、これで行きますということで口頭で説明を

受けて、３月27日に押しているはずです。

〇委員長（内海まさかず君） 実物、これを見た覚えはありますか。

〇証人（石川いづみ君） 判こを押しているとき、自分で判こを押していますので。

〇委員長（内海まさかず君） 中は見た。

〇証人（石川いづみ君） 中を見たということですか。中を見たというところは。

〇委員長（内海まさかず君） 下から上がってきたものなので、ではこれで行きましょうというので

押したということでよろしいでしょうか。

〇証人（石川いづみ君） 全て性善説になってしまうかもしれないですけれども、その３月27日ぎり

ぎりの日に即決で決まった、議会で議決された、予算がついたということで始まったことですので、

その説明を受けて、こういうことでやりますということで口頭で私の前に決裁をもらいに来て判こ

を押したということかと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） そういったわけで、３月27日に補助金の金額1,200万円の決裁を行って、も

う３月27日には補助金等交付申請書、１―２のほうになってくるわけなのですけれども、陽光学園

さんのほうから上がってきて、１―２の２ページ目が申請書で、１ページ目で支出負担行為の決議

書が３月27日に起票されて、決裁が３月27日にされているということで、非常にスムーズというか、

非常に段取りがいいというか、その辺につきまして何かありましたら。もう補正が通ったらオーケ

ーだよみたいなところでつくってあったのですか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。
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〇証人（石川いづみ君） おっしゃるとおりだと思います。もう日にちがないので、３月中にという

か、要するに３月31日までしか起票はできないしということで、令和４年度分については。それを

会計に回さないと出納閉鎖ではないですけれども、払っていただけなくなってしまうので。

〇委員長（内海まさかず君） ちなみに、交付申請書というのは、これは陽光学園が出すものなので

すけれども、27日にこれ持ってきたということでよろしいのですか。

〇証人（石川いづみ君） 受付印が３月27日になっているので、そうであろうと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 氏家委員。

〇委員（氏家 晃君） 今委員長がご質問したところは、受付印は令和５年３月27日で押してあるの

ですけれども、交付申請書のほうが全てパソコンで打ってあるところが日付のところ令和、年、月、

日だけはワードで打ってあって、５、３、27という文字だけが手書きで太い万年筆ぽいので書いて

あるので、その辺から委員長は今のご質問になったのかなという、３月27日に本当に持ってきたの

ですかというのは、何かそこだけ後からつけてあるようなところです。その辺は何か違和感とかは

なかった。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 違和感。

〇委員長（内海まさかず君） 当時の記憶を思い出していただいて答えていただければ、覚えていな

かったら覚えていないでもいいですし。今の違和感ではないですよ、そのとき。

〇証人（石川いづみ君） そのときは、もう３月27日で議決が通ったと、それで３月議会が終わって

私の番が終わったと、任務が終わったという意識が強かったので。

〇委員長（内海まさかず君） ほかにございますか。

小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 令和４年度の藤岡校の現場確認と実態把握についてお聞きいたします。９月

補正も実態把握がまだ十分でないからということで査定がつかなかったわけですけれども、今日主

幹とか当時の係長にお聞きしていたら、やっぱり現場確認に苦労されていたということでした。当

時は、部長として部下からどのような報告を受けておりましたでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 実績確認の苦労ですか。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 令和４年度ですので、補正を出す上での現場確認ということです、実態把握。

〇委員長（内海まさかず君） 本当に事業をやっているのかどうかという確認をどうも係員の人がや

っていたらしいのですけれども、そのことはご存じでしょうか。

〇証人（石川いづみ君） はい。そういう報告で上がってきているので、そういう認識でおります。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。
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〇委員（小平啓佑君） そういう認識というのはどういうことですか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 要するに補正を上げるに当たって実績を見ましょうということで、財政な

りと調整をしてきているわけです。実績を確認するという行為を先ほどお話をしましたように月報

であったり、あとは現場に行ってということで、そこを苦労したというお話だったのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 現場の確認ができなかったから９月も上げられなくて12月も上げられ

なかったということを証言されています。そのことについて部長まで上がっているのかという確認

なのですけれども。

〇証人（石川いづみ君） そういうことであればおっしゃるとおりです。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） では、その報告を部下から受けてどういう指示を出されたのでしょうか、当

時。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 引き続きということではないでしょうか。引き続きちゃんと実態を把握、

もしくは指導をする。必要な部分、ここが足らないということであれば、こういうことをしてほし

いとかという指導はすることはあっても、そのときに。

〇委員長（内海まさかず君） 実際何をされたかというのは覚えていらっしゃいますか。どういう指

示を出したかとかというものは覚えていらっしゃいますでしょうか。

〇証人（石川いづみ君） そういうものは、実績確認をするための指示ですよね。実績確認をするた

めの指示というのは現場に行くとか月報で、何を基にしてということだと思いますけれども。

〇委員長（内海まさかず君） 実績確認を係員の人が行ったのですけれども、それで実績が不十分だ

というので９月も落ちたし、12月も予算計上ができなかったという実績があるのですけれども……

〇証人（石川いづみ君） 12月はしなかった。

〇委員長（内海まさかず君） 12月はしなかったのですよね。

〇証人（石川いづみ君） あえて６か月の期間を見ましょうということで、確かに９月は上げようと

しましたけれども、９月の場合はちょっと早急過ぎるのではないかというのも調整をしながら、で

は６か月、半年の実績を見ましょうということで、結局延ばすと３月になってしまったということ

です。だから12月は上げる予定ではないです。

〇委員長（内海まさかず君） その際に部下から上がってきたときに何か指示はされていますか。指

示をされた覚えはありますか。記憶なので、なければないで構いません。

〇証人（石川いづみ君） その補正を上げる際にということですか。

〇委員長（内海まさかず君） 補正を上げる際にというよりも、部下が実績を確認しに行っているの

ですけれども、不十分だということで補正も切られているということは、部下が実績を確認しに行
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って上に報告が上がっているのか、部長まで来ていたのかということなのですけれども、分かりま

したでしょうか。

石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 再三お話ししているかと思うのですけれども、要するに夏にお話があって

９月に補正を上げようとしたけれども、それについてはちょっと早急ではないか、もう少し余裕を

持って事業の実績を見てからのほうがいいのではないかということがあって半年を見るという、６

か月を見ましょうということがあって、それで３月になったわけです。

〇委員長（内海まさかず君） ７月から６か月見るという話になっていたということでしょうか。

〇証人（石川いづみ君） はい。ということです。という指示をしたということです。調整をしなが

ら、そこまで３月まで、12月に上げずに３月に上げようということで。

〇委員長（内海まさかず君） それは部長であった証人の指示なのでしょうか。

〇証人（石川いづみ君） 組織的に考えた、調整をした経緯です。

〇委員長（内海まさかず君） そのような会議の場があったということでよろしいのですか。

〇証人（石川いづみ君） 係長、課長と話をして、そこにということで。

〇委員長（内海まさかず君） 記録はないということで、それはよろしいのですね。ここにないとい

うことはないということでよろしいですね。

〇証人（石川いづみ君） 打合せ記録簿がないと言えば、それを……

〇委員長（内海まさかず君） それだけで大丈夫です。ご苦労のほどはみんな分かっていますので、

事実だけ言っていただければ大丈夫です。

小平委員。

〇委員（小平啓佑君） ９月補正がゼロ査定になった後、３月補正に行く過程の中で実態を把握をし

ようとした職員から、例えば実態がないのではないかとか、開設ができていないのではないかとか、

そういった相談は部長にはありましたでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 記憶にはございません。ないと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） 申し訳ございませんが、資料のほうをちょっとお願いしたいと思います。赤

のインデックスの１―３の１ページ先です。それと……

〇委員長（内海まさかず君） 先というのは。

〇委員（青木一男君） 赤のインデックスの１―４の次のページです。補助金等交付決定通知書にな

ります。３月27日と５月９日があるかと思います、決定通知書です。

〔「１―２」と呼ぶ者あり〕

〇委員（青木一男君） １―３の前だから１―２、よろしいですか。石川証人は、令和３年度と令和
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４年度に部長として携わったということなのですが、ちょっとこれは分かるかどうか分からないの

ですが、交付決定通知書の交付条件を見ていただくと、交付条件が５月９日の分は２と３ってあり

ますよね。３月27日はないのです。これに関して部長の見解は、多分令和５年度にはなってしまう

のですが、部長が携わったということで、令和４年度は。それで、令和５年度に入ってすぐの通知

書なのですけれども。

〇委員長（内海まさかず君） １―４に関しては、令和５年度になりまして在籍はされていないので

すけれども、このことについて何か覚えていることはありますでしょうか。

〇証人（石川いづみ君） １―４の要するに指令29号の補助決定のやつですよね。

〇委員長（内海まさかず君） そうです。

〇委員（青木一男君） そうです。29号と21号。１―２の最後です。栃木市指令子第21号、交付条件

がありますよね。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〇委員（青木一男君） この２つの交付条件がある中で、藤岡校と岩舟校、交付条件が５月９日の分

が２と３が明記されていますよね。これは令和７年度に利用者数の目標を達成できるよう努めるこ

と、３が上記に違反した場合は補助金の一部または全部について返還しなければならないと、石川

証人は令和４年度ということなのですが、携わっていたのが令和４年度で、これ令和５年に入って

すぐ交付決定だったものですから、その辺の附帯された２と３、この意味合いというのをどのよう

に。

〇委員長（内海まさかず君） このことについては認知されていましたでしょうか、当時。29号のほ

うは多分在籍されていないので、分からないのだったら分からないと言っていただければ。

〇証人（石川いづみ君） 29号の決定通知については分かりません。この条件は分かりません。

〇委員長（内海まさかず君） ほかにございますでしょうか。

最後に私のほうから質問させていただきたいのですけれども、当時の石川証人が部長として在籍

していたときの意思決定の方法というものはどのような形で行われていたのでしょうか。この事業

をします、しません、それに付随して支出負担行為を上げます、支払いを上げますとかという、そ

のやりましょうという意思決定というものはどういう形で行われていたのでしょうか。

石川証人。

〇証人（石川いづみ君） 補正を上げましょうとか、そういった事業をやりましょうということにつ

いては合議、要するに課内、係、係から課内に上げてという感じの合議制で組織的に意思を決定し

ていくということです。決裁ということであれば、私部長としての事務分掌ありますよね、その基

準があって、それについては私が押すものであるというもので決裁を受けて押印していくわけです

けれども、決裁をしていくわけですけれども、そういったことに基づいてやっております。部長職

で、事務決裁要綱というのがありまして、部長職はこういうことをやらなくてはならない、課長職
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はこういうことについてやらなくてはならないというものがあるので、それに基づいてということ

でやっているつもりできました。

〇委員長（内海まさかず君） 決裁規定では、多分そこで判こ押さなければいけないという責任者に

はなると思うのですけれども、この補助金を出しますよということに関しては、どういう形で決定

をされたのかというのは分かりますか。部長がそこの決定をするときにその会議の場には入ってい

らっしゃいましたでしょうか。下から上がってきたのに判こは押しますというのは言われましたけ

れども。

〇証人（石川いづみ君） 繰り返しますけれども、あくまでも合議制で単独で決めるわけではない、

係が決めるわけでもない、係長が決めるわけでもないということで、全て輪になってではないです

けれども、皆さんと話をして上げてきたものについて決裁を押す、もしくはお互いに協議をしなが

ら合議をして、これについては行きましょうというゴーサインのことで決裁を押していくというの

がやってきたつもりです。

〇委員長（内海まさかず君） かしこまりました。

以上で石川いづみさんに対する尋問を終了いたします。

石川いづみさんにおかれましては、長時間にわたり誠にありがとうございました。ここでご退席

をお願いいたします。ご苦労さまでした。

〔石川いづみ証人退室〕

〇委員長（内海まさかず君） ここで暫時休憩いたします。

（午後 ５時４１分）

〇委員長（内海まさかず君） 休憩前に引き続き会議を続けます。

（午後 ５時５０分）

◎その他

〇委員長（内海まさかず君） 次に、日程第２、その他に入ります。

それでは、お諮りいたします。藤岡学童保育が開設され運営されていたかどうかを明らかにする

ために必要ですので、執行部に対し、本日証言にありました藤岡学童の日報を、令和４年４月から

記録があるということですので、その記録を求めることとし、提出期限については11月６日木曜日

といたします。なお、記録の提出要求等に関する諸手続については、正副委員長にご一任いただき

たいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） ご異議なしと認めます。

したがいまして、そのように決定いたしました。
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なお、資料等は速やかに委員の皆様に送付いたしたいと思います。

その他の項目について、皆様何かございますでしょうか。

大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 本日の田沼係長、その当時のお話にありました情報提供というものがご

ざいました。そちらの取扱い方はどのようにすべきなのかを諮ることを求めます。やっぱり実際何

か動いたともおっしゃっておりましたし、その通報といいますか、情報内容によっては、根幹を揺

るがすような大きな問題につながっている可能性もあります。それを看過した上でこの事業が進め

られてしまっていた可能性も鑑みると、百条委員会としてはその内容を知るべきですし、もし内容

を知ることができるなら資料請求のみならず、彼女の口からそのときの状況を説明していただける

ような方法を模索していただきたいと思いますので、この件について提案をさせていただきます。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） ただいまの大浦委員のおっしゃったことは、私もまさにそのとおりだと思っ

ております。ただ、本日証人として来ていただきました石川いづみさんの在籍の年には、その話は

出ていなかったはずでございますので、在籍をしていたトップとの証人喚問があした予定されてお

りますことから、あした小川元部長からお話を聞かせていただいた上で、小川部長もはっきりとし

ないような態度であれば、執行部に対して資料請求を要求したらいかがかと思います。

〇委員長（内海まさかず君） ほかに皆様のご意見はありますか、この件に関して。

大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 資料請求のみならず、例えば秘密会にすることで話を聞くべきなのかと

対応はどのようにすべきなのか、あのまま流してしまってよろしいものなのか。資料請求といって

も、実質彼女の口から出たものとイコールなものかが分からないというのもございますので、ああ

言った以上、彼女の口から話していただくという部分をどのようにしたらできるのかお諮りいたし

ます。

〇委員長（内海まさかず君） 彼女というのは係長のことでしょうか。

〇副委員長（大浦兼政君） そうです。当然今模索していただき、あした小川さんが話してくれれば

いいわけ、でもあの場では言えないと言った以上、それは気になってしようがないです。

〇委員長（内海まさかず君） 職務上知り得た秘密に関しては拒否することができますが。

〔「公益性なり、そういう意味からすれば、我々百条委員会がある

のだから、それを資料請求することは可能なのではないですか」

と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） 資料請求して、執行部ができませんという表明をされると、もうそれ

以上できなくなりますが、それまでやってもいいとは思います。情報提供の記録というものが、こ

れをもう一度請求しますか。
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〔「はい、よろしくお願いします」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） 今の件でよろしいですか。私は、今日証人喚問して、さらに追及するべきも

の、結局秘密会であれば発言できる、公開であれば発言できないということもあるでしょうし、す

るとまた４日ある中で、今回で終わりにするというのではなくて、やはり秘密会でもう一度証人喚

問というのも必要な部分があればやってはいいのではないかというふうに思っております。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇委員（青木一男君） それと、今日田沼証人と、また明日もあるわけですけれども、やはり結構記

憶にございませんとか、その辺が分かっている中で証言できなかったという部分もちょっと多々見

受けられたものですから、私は陽光学園ひまわり学童の職員と市の職員とのやり取りを記録したも

のを、全て記録簿を提出させるのも必要かなというふうに思っております。証言できない部分とい

うのもあった中で、我々が知りたい部分が、核心の部分がなかなか見えてこないということもあり

ますので、ぜひそういった向こうの職員と市の職員との全てのやり取りの記録簿の提出をお願いし

たいというふうに思っております。

〇委員長（内海まさかず君） これは議決しますか。内容によっては出てこないかもしれませんけれ

ども、一応秘密会でやるので出してくださいというような、前回と同じですね。もしもそういうも

のであるならば。

〇副委員長（大浦兼政君） そういうものもあるか、それとも報告出せるのか。内部通報系の話のと

きにはあれしか出なかった。それなので、職員及び関係者とのやり取りというのもよろしいのです

よね、だからちょっと広げて、それの記録簿が存在するのであれば、それも含めて出してほしいと

いうことでよろしいと思いますが、広瀬委員のおっしゃったとおり、小川部長の話を聞いて、また

あした決議しても構いません。ただ、出すと決まっているなら今のうちに、一日でも早く出してく

れというふうにアドバイスというか、議決すべきなのかはちょっと検討ください。

〇委員長（内海まさかず君） 早く出してもらったほうがいいと思いますので、今ついでにやりまし

ょう。

今青木委員が言われたのは、学校法人職員と市の職員との記録簿ですよね。

〔「全てのやり取りの記録簿」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） 学校法人職員と言えば、関係者か、学校法人関係者でいいのではない

の、括弧して職員及び役員と栃木市の市職員。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） 学校法人関係者とのやり取りの……

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） 分かりました。今決めました。あともう一つ、情報提供の内容が記録
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があるものがあるという話ですよね、今日の委員会での話だと。それの情報提供、個人名は黒塗り

でも構わないと、必要によっては秘密会にもしますよと、この２本を同じような条件で請求してみ

ますか。

まず、記録の請求のほうをもう一回議決をもう一本取ります。学校法人陽光学園と市とのやり取

りを明らかにするために、学校法人と市との記録簿の提出を求め、本日の証人喚問で明らかになっ

た情報提供に関する記録の提出を求めることとし、提出期限については11月６日木曜とします。記

録の提出、請求等に関する諸手続については、正副委員長にご一任いただきたいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） ご異議なしと認めます。

したがいまして、そのように決定いたしました。

１本目と同じ11月６日木曜日にします。後半の２つ目は、個人名に関しては黒塗りでも構わない

し、秘密会にしても構わないという条件で出してほしいということになります。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） 同じもの、どうも違うのだよ。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） 違う記録があることが判明しました。

〔「尋問の中で」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） ではなくて情報提供で。

〔「これとは違うものを請求する」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） そうです。前回のは、それは今はもう触れません。

〔「証人喚問で明らかになったわけじゃないってことですか」と呼

ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） そこの部分はそうです。ごめんなさい。よろしくお願いいたします。

記録簿に残っている学校法人陽光学園の関係者による情報提供……

〇副委員長（大浦兼政君） 情報提供というか相談及び、だから全て、相談記録ということで。

〔「窓口に来ると書くのではないでしたっけ、何月何日に誰が来て

どういう相談を受けたって」と呼ぶ者あり〕

〇副委員長（大浦兼政君） それはそれと違う場合があるのです。結局彼女が言ったのは１項目の部

分、ほかの職員も聞いている内部通報的なものもあるはずなのです。田沼さんだけが聞いた話はあ

る、そのときの言った職員も答えられない、言った内容も答えられない、でもそれが我々が求める

資料かどうかは別の話なので、我々が求めるものは取りあえず陽光学園の職員及び関係者、陽光学

園関係者全員と市の職員が話した記録あるもの全て一切を提出してください。それとともに田沼さ
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んは、発言したものを個別に知りたいからという話です。ですから、違うものと取ってください。

田沼さんは田沼さんで第２番にしてあるのだっけ、今は。第２番目が田沼さんの内容を知りたいと

いうことをだから情報として提出してくる、それは秘密会でも黒塗り資料でもいいからということ、

それがイコールではないです。内部通報だけではなくて、正しい記録簿があるもの、表の記録簿も

裏の記録簿も含め、パソコン上に残っている一切を提出してほしいというのが第１番目、それが職

員及び関係者と話したもの全て。田沼さんが言っているのは情報提供に特化した、その田沼さんが

知っているものは何かを具体的に教えなさいというのが百条委員会からの意見。

〔｢ということでいいんですか、委員長｣と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） はい。

〇委員長（内海まさかず君） では、以上をもちまして会議を終了いたします。

〔「議決取った」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） それの今の説明をしているだけの話なので。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇副委員長（大浦兼政君） 含まれている可能性は多々あると思っています。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇副委員長（大浦兼政君） 含まれていても含まれていなくても構わない、それは分かりません。

あともう一つ、これもう終わった。

〇委員長（内海まさかず君） まだ終わっていない。

◎閉会の宣告

〇委員長（内海まさかず君） では、以上をもちまして本日の会議を終わります。

皆様、お疲れさまでした。

（午後 ６時０６分）


